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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）通信システムにおいてユーザ装
置（ＵＥ）が基地局にサウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＲＳ）を送信する方法であって、
　第１サブフレームセット及び第２サブフレームセットに関する無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリングを受信するステップと、
　前記サウンディング参照信号を前記基地局にサブフレームｉで送信するステップと、
を有し、
　前記サブフレームｉで送信する前記サウンディング参照信号の送信電力は、前記第１サ
ブフレームセットに対するｆＣ（ｉ）及び前記第２サブフレームセットに対するｆＣ

（０

）（ｉ）に基づいて決定され、
　前記ｆＣ（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第１サブフレームセットに属する場合、
前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在の物理上りリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）電力制御調整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第２サブフレームセットに属する
場合、前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在のＰＵＳＣＨ電力制御調
整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）が、前記第２サブフレームに属する前のサブフレームの値から別
々に蓄積される間、前記ｆＣ（ｉ）は、前記第１サブフレームセットに属する前のサブフ
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レームの値から別々に蓄積される、サウンディング参照信号送信方法。
【請求項２】
　前記第２サブフレームセットに含まれる上りリンクサブフレームは、前記基地局の指示
によって下りリンクサブフレームに変更可能なサブフレームである、請求項１に記載のサ
ウンディング参照信号送信方法。
【請求項３】
　前記第１サブフレームセットと前記第２サブフレームセットは上りリンクサブフレーム
と特別サブフレームの少なくとも一つを含み、
　前記特別サブフレームは、上りリンク送信のための領域を含み、
　前記上りリンク送信のための領域では前記サウンディング参照信号のみが送信される、
請求項１に記載のサウンディング参照信号送信方法。
【請求項４】
　第１特別サブフレームで送信される前記サウンディング参照信号の送信電力と第２特別
サブフレームで送信される前記サウンディング参照信号の送信電力とは独立して決定され
る、請求項１に記載のサウンディング参照信号送信方法。
【請求項５】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）通信システムにおいて基地局が
ユーザ装置（ＵＥ）からサウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＲＳ）を受信する方法であって、
　無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して、第１サブフレームセット及び第２
サブフレームセットを設定するステップと、
　前記ＲＲＣシグナリングを前記ＵＥへ送信するステップと、
　サブフレームｉで前記サウンディング参照信号を前記端末から受信するステップと、
を有し、
　前記サブフレームｉで受信した前記サウンディング参照信号の送信電力は、前記第１サ
ブフレームセットに対するｆＣ（ｉ）及び前記第２サブフレームセットに対するｆＣ

（０

）（ｉ）に基づいて決定され、
　前記ｆＣ（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第１サブフレームセットに属する場合、
前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在の物理上りリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）電力制御調整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第２サブフレームセットに属する
場合、前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在のＰＵＳＣＨ電力制御調
整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）が、前記第２サブフレームに属する前のサブフレームの値から別
々に蓄積される間、前記ｆＣ（ｉ）は、前記第１サブフレームセットに属する前のサブフ
レームの値から別々に蓄積される、サウンディング参照信号受信方法。
【請求項６】
　前記第２サブフレームセットに含まれる上りリンクサブフレームは、前記基地局の指示
によって下りリンクサブフレームに変更可能なサブフレームである、請求項５に記載のサ
ウンディング参照信号受信方法。
【請求項７】
　前記第１サブフレームセットと前記第２サブフレームセットは上りリンクサブフレーム
と特別サブフレームの少なくとも一つを含み、
　前記特別サブフレームは、上りリンク送信のための領域を含み、
　前記上りリンク送信のための領域では前記サウンディング参照信号のみが送信される、
請求項５に記載のサウンディング参照信号受信方法。
【請求項８】
　第１特別サブフレームで送信される前記サウンディング参照信号の送信電力と第２特別
サブフレームで送信される前記サウンディング参照信号の送信電力とは独立して決定され
る、請求項５に記載のサウンディング参照信号受信方法。
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【請求項９】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）通信システムにおいて基地局に
サウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＲ
Ｓ）を送信するユーザ装置（ＵＥ）であって、
　第１サブフレームセット及び第２サブフレームセットに関する無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリングを受信し、前記サウンディング参照信号を前記基地局にサブフレームｉ
で送信するＲＦモジュールと、
　前記ＲＦモジュールと結合し、前記第１サブフレームセットに対するｆＣ（ｉ）及び前
記第２サブフレームセットに対するｆＣ

（０）（ｉ）に基づいて、前記サブフレームｉで
送信された前記サウンディング参照信号の送信電力を決定するプロセッサと、
　を有し、
　前記ｆＣ（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第１サブフレームセットに属する場合、
前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在の物理上りリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）電力制御調整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第２サブフレームセットに属する
場合、前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在のＰＵＳＣＨ電力制御調
整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）が、前記第２サブフレームに属する前のサブフレームの値から別
々に蓄積される間、前記ｆＣ（ｉ）は、前記第１サブフレームセットに属する前のサブフ
レームの値から別々に蓄積される、ユーザ装置（ＵＥ）。
【請求項１０】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）通信システムにおいてユーザ装
置（ＵＥ）からサウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ；ＳＲＳ）を受信する基地局であって、
　第１サブフレームセット及び第２サブフレームセットを無線リソース制御（ＲＲＣ）シ
グナリングを介して構成するプロセッサと、
　前記ＲＲＣシグナリングを送信し、サブフレームｉで前記ＵＥから前記サウンディング
参照信号を受信するＲＦモジュールとを有し、
　前記サブフレームｉで受信される前記サウンディング参照信号の送信電力は、前記第１
サブフレームセットに対するｆＣ（ｉ）及び前記第２サブフレームセットに対するｆＣ

（

０）（ｉ）に基づいて決定され、
　前記ｆＣ（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第１サブフレームセットに属する場合、
前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在の物理上りリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）電力制御調整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）は、前記サブフレームｉが前記第２サブフレームセットに属する
場合、前記サブフレームｉの中のサービングセルｃに対する現在のＰＵＳＣＨ電力制御調
整ステートであり、
　前記ｆＣ

（０）（ｉ）が、前記第２サブフレームに属する前のサブフレームの値から別
々に蓄積される間、前記ｆＣ（ｉ）は、前記第１サブフレームセットに属する前のサブフ
レームの値から別々に蓄積される、基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいてサウンディング
参照信号の送信電力を制御する方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明を適用できる無線通信システムの一例として、３ＧＰＰ ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ；以下、「ＬＴＥ」という。）通信システムについて概略的に説明する
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。
【０００３】
　図１は、無線通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を概略的に示す
図である。Ｅ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、既存のＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）から進展
したシステムであり、現在３ＧＰＰで基礎的な標準化作業が進行中である。一般に、Ｅ－
ＵＭＴＳをＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムと呼ぶこともで
きる。ＵＭＴＳ及びＥ－ＵＭＴＳの技術規格（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ）の詳細な内容はそれぞれ、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏ
ｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ」のＲｅｌｅａｓｅ ７及びＲｅｌｅ
ａｓｅ ８を参照することができる。
【０００４】
　図１を参照すると、Ｅ－ＵＭＴＳは、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）、
基地局（ｅＮｏｄｅＢ；ｅＮＢ）、及びネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）の終端に位置し
て外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ；
ＡＧ）を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及
び／又はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することがで
きる。
【０００５】
　一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、１．４４、３、５、１０、１５
、２０ＭＨｚなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サ
ービスを提供する。異なったセルは、互いに異なった帯域幅を提供するように設定できる
。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ；ＤＬ）データについて、基地局は下りリンクスケジューリング情報を送信し、該当の
端末にデータが送信される時間／周波数領域、符号化、データサイズ、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂ
ｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅＱｕｅｓｔ）関連情報などを
知らせる。また、上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ；ＵＬ）データについて、基地局は上りリン
クスケジューリング情報を該当の端末に送信し、該当の端末が使用可能な時間／周波数領
域、符号化、データサイズ、ＨＡＲＱ関連情報などを知らせる。基地局間には、ユーザト
ラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフェースを用いることができる
。コアネットワーク（Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＣＮ）は、ＡＧ、及び端末のユーザ登
録などのためのネットワークノードなどで構成可能である。ＡＧは、複数のセルで構成さ
れるＴＡ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位に端末の移動性を管理する。
【０００６】
　無線通信技術は、ＷＣＤＭＡに基づいてＬＴＥにまで開発されてきたが、ユーザと事業
者の要求と期待は増す一方である。その上、他の無線接続技術の開発が続いており、将来
、競争力を持つためには新しい技術進化が要求される。ビット当たりのコストの削減、サ
ービス可用性の増大、柔軟な周波数バンドの使用、単純構造と開放型インターフェース、
端末の適度な電力消耗などが要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したような議論に基づき、以下では、無線通信システムにおいてサウンディング参
照信号の送信電力を制御する方法及びそのための装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施例である、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）シス
テムにおいて端末が基地局にサウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅ
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ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＲＳ）を送信する方法は、上位層を介して、第１サブフレーム
セット及び第２サブフレームセットを設定するステップと、前記サウンディング参照信号
を前記基地局に特定サブフレームで送信するステップとを有し、前記第１サブフレームセ
ット及び前記第２サブフレームセットは、上りリンクサブフレームと特別サブフレームの
少なくとも一つで構成され、前記第１サブフレームセット及び前記第２サブフレームセッ
トのそれぞれは、上りリンクデータチャネル送信のための電力制御プロセスと連動し、前
記サウンディング参照信号の送信電力は、前記第１サブフレームセット及び前記第２サブ
フレームセットのうち、前記特定サブフレームの属したサブフレームセットと関連した所
定の電力制御プロセスに基づいて決定されることを特徴とする。
【０００９】
　一方、本発明の他の実施例である、ＴＤＤシステムにおいて基地局が端末からサウンデ
ィング参照信号を受信する方法は、上位層を介して、第１サブフレームセット及び第２サ
ブフレームセットを設定するステップと、特定サブフレームで前記サウンディング参照信
号を前記端末から受信するステップとを有し、前記第１サブフレームセット及び前記第２
サブフレームセットは、上りリンクサブフレームと特別サブフレームの少なくとも一つで
構成され、前記第１サブフレームセット及び前記第２サブフレームセットのそれぞれは、
上りリンクデータチャネル送信のための電力制御プロセスと連動し、前記サウンディング
参照信号の送信電力は、前記第１サブフレームセット及び前記第２サブフレームセットの
うち、前記特定サブフレームの属したサブフレームセットと関連した所定の電力制御プロ
セスに基づいて決定されることを特徴とする。
【００１０】
　以上の実施例において、前記サウンディング参照信号の送信電力は、前記所定の電力制
御プロセスで定義する一つ以上のパラメータによって決定されることを特徴とする。
【００１１】
　好ましくは、前記第１サブフレームセットは、上りリンクサブフレームとして固定され
たサブフレーム及び前記特別サブフレームのみを含むことを特徴とする。一方、前記第２
サブフレームセットに含まれる上りリンクサブフレームは、前記基地局の指示によって下
りリンクサブフレームに変更可能なサブフレームであることを特徴とする。
【００１２】
　より好適には、前記特別サブフレームは、上りリンク送信のための領域を含み、前記上
りリンク送信のための領域では前記サウンディング参照信号のみが送信されることを特徴
とする。
【００１３】
　さらに、第１特別サブフレームで送信されるサウンディング参照信号の送信電力と第２
特別サブフレームで送信されるサウンディング参照信号の送信電力とが独立して決定され
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施例によれば、無線通信システムにおいて端末がサウンディング参照信号の
送信電力を効率的に制御することができる。
【００１５】
　本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果
は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に
理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】無線通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を概略的に示す図
である。
【図２】３ＧＰＰ無線接続ネットワーク規格に基づく端末とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線イン
ターフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のコン



(6) JP 6640718 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

トロールプレーン（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）及びユーザプレーン（Ｕｓｅｒ　Ｐｌ
ａｎｅ）構造を示す図である。
【図３】３ＧＰＰシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般
的な信号送信方法を説明するための図である。
【図４】ＬＴＥシステムで用いられる下りリンク無線フレームの構造を例示する図である
。
【図５】ＬＴＥシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図６】ＬＴＥ ＴＤＤシステムで無線フレームの構造を例示する図である。
【図７】搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技法を説明するための
概念図である。
【図８】一つの無線フレームをサブフレームセット＃１とサブフレームセット＃２とに区
分した例を示す図である。
【図９】ＰＵＳＣＨがマップされるシンボルの個数を決定する方法を説明する図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る通信装置のブロック構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付の図面を参照して説明された本発明の実施例から、本発明の構成、作用及び
他の特徴が容易に理解されるであろう。以下に説明される実施例は、本発明の技術的特徴
が３ＧＰＰシステムに適用された例である。
【００１８】
　本明細書ではＬＴＥシステム及びＬＴＥ-Ａシステムを用いて本発明の実施例を説明す
るが、これは例示に過ぎず、本発明の実施例は、上述した定義に該当するいかなる通信シ
ステムにも適用可能である。また、本明細書で、基地局の名称は、ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ
　ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）、送信ポイント（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ；Ｔ
Ｐ）、受信ポイント（ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ；ＲＰ）、ｅＮＢ、中継機（ｒｅ
ｌａｙ）などを含む包括的な用語として使われる。
【００１９】
　図２は、３ＧＰＰ無線接続網規格に基づく端末とＥ-ＵＴＲＡＮとの間の無線インター
フェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のコントロ
ールプレーン及びユーザプレーンの構造を示す図である。コントロールプレーンとは、端
末（ＵＥ）とネットワークとが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通
路のことを意味する。ユーザプレーンとは、アプリケーション層で生成されたデータ、例
えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路のことを意味
する。
【００２０】
　第１層である物理層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて
上位層に情報送信サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）を提供する。物理層は、上位の媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層とは伝送チャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して接続さ
れている。該伝送チャネルを介して媒体接続制御層と物理層との間にデータが移動する。
送信側の物理層と受信側の物理層との間には物理チャネルを介してデータが移動する。該
物理チャネルは、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。具体的に、物理チャネ
ルは、下りリンクにおいてＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式で変調され、上りリンクにおい
てＳＣ-ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式で変調される。
【００２１】
　第２層の媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）層は
、論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して、上位層である無線リンク
制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＲＬＣ）層にサービスを提供する。第２
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層のＲＬＣ層は、信頼できるデータ送信を支援する。ＲＬＣ層の機能は、ＭＡＣ内部の機
能ブロックとして具現してもよい。第２層のＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層は、帯域幅の狭い無線インターフェースでＩＰ
ｖ４やＩＰｖ６のようなＩＰパケットを效率的に送信するために、余分の制御情報を減ら
すヘッダー圧縮（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）機能を持つ。
【００２２】
　第３層の最下部に位置する無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ；ＲＲＣ）層は、コントロールプレーンにのみ定義される。ＲＲＣ層は、無線ベ
アラー（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）の設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、再設定（
Ｒｅ-ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）及び解除（Ｒｅｌｅａｓｅ）に関して、論理チャネ
ル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラー（ＲＢ）とは、端末
とネットワーク間のデータ伝達のために第２層によって提供されるサービスのことを意味
する。そのために、端末のＲＲＣ層とネットワークのＲＲＣ層とはＲＲＣメッセージを互
いに交換する。端末のＲＲＣ層とネットワークのＲＲＣ層間にＲＲＣ接続（ＲＲＣ　Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｅｄ）がある場合に、端末はＲＲＣ接続状態（Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄｅ
）にあり、そうでない場合は、ＲＲＣ休止状態（Ｉｄｌｅ　Ｍｏｄｅ）にある。ＲＲＣ層
の上位にあるＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セッション管理（
Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ）などの機能を持つ。
【００２３】
　基地局（ｅＮＢ）を構成する一つのセルは、１．４、３、５、１０、１５、２０ＭＨｚ
などの帯域幅のうちの一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供す
る。異なったセルは互いに異なった帯域幅を提供するように設定できる。
【００２４】
　ネットワークから端末にデータを送信する下り伝送チャネルとしては、システム情報を
送信するＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ページングメッセージを送信
するＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ユーザトラフィックや制御メッセージを
送信する下りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。下りマルチキャスト
又は放送サービスのトラフィック又は制御メッセージは、下りＳＣＨを介して送信されて
もよく、別の下りＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて送信されても
よい。一方、端末からネットワークにデータを送信する上り伝送チャネルとしては、初期
制御メッセージを送信するＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
ユーザトラフィックや制御メッセージを送信する上りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）がある。伝送チャネルの上位に存在し、伝送チャネルにマッピングされる論理チャ
ネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）としては、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００２５】
　図３は、３ＧＰＰシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一
般の信号送信方法を説明するための図である。
【００２６】
　端末は、電源がついたり、新しくセルに進入したりした場合に、基地局と同期を取る等
の初期セル探索（Ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｅａｒｃｈ）作業を行う（Ｓ３０１）。
そのために、端末は、基地局からプライマリ同期チャネル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ；Ｐ-ＳＣＨ）及びセカンダリ同期チャネル（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ；Ｓ-ＳＣＨ）を
受信して基地局と同期を取り、セルＩＤなどの情報を取得できる。その後、端末は、基地
局から物理放送チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
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受信し、セル内放送情報を取得できる。一方、端末は、初期セル探索段階で、下りリンク
参照信号（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＤＬ ＲＳ）を受信
し、下りリンクチャネル状態を確認できる。
【００２７】
　初期セル探索を終えた端末は、物理下りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＤＣＣＨ）、及び該ＰＤＣＣＨに乗
せられた情報に基づいて物理下りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＤＳＣＨ）を受信することによって、より具
体的なシステム情報を取得できる（Ｓ３０２）。
【００２８】
　一方、基地局に最初に接続したり信号送信のための無線リソースがない場合には、端末
は、基地局にランダムアクセス手順（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
；ＲＡＣＨ）を行うことができる（Ｓ３０３乃至Ｓ３０６）。そのために、端末は、物理
ランダムアクセスチャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ；ＰＲＡＣＨ）を介して特定シーケンスをプリアンブルとして送信し（Ｓ３０３及
びＳ３０５）、ＰＤＣＣＨ及び対応するＰＤＳＣＨを介して、プリアンブルに対する応答
メッセージを受信することができる（Ｓ３０４及びＳ３０６）。競合ベースのＲＡＣＨに
ついては、衝突解決手順（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄ
ｕｒｅ）をさらに行うことができる。
【００２９】
　上述の手順を行った端末は、その後、一般的な上りリンク／下りリンク信号送信手順と
して、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信（Ｓ３０７）、及び物理上りリンク共有チャネル（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＵＳＣＨ）／物理上
りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ；ＰＵＣＣＨ）送信（Ｓ３０８）を行うことができる。特に、端末は、ＰＤＣＣＨを
介して下りリンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ；ＤＣＩ）を受信する。ここで、ＤＣＩは、端末に対するリソース割当情報のような制
御情報を含み、その使用目的によってフォーマットが異なる。
【００３０】
　一方、端末が上りリンクで基地局に送信する又は端末が基地局から受信する制御情報と
しては、下りリンク／上りリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕ
ａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎ
ｄｅｘ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などを含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステ
ムにおいて、端末は、これらのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなどの制御情報をＰＵＳＣＨ及び／
又はＰＵＣＣＨを介して送信することができる。
【００３１】
　図４は、下りリンク無線フレームにおいて一つのサブフレームの制御領域に含まれる制
御チャネルを例示する図である。
【００３２】
　図４を参照すると、サブフレームは１４個のＯＦＤＭシンボルで構成されている。サブ
フレーム設定によって先頭の１乃至３個のＯＦＤＭシンボルは制御領域として用いられ、
残り１３～１１個のＯＦＤＭシンボルはデータ領域として用いられる。同図で、Ｒ１乃至
Ｒ４は、アンテナ０乃至３に対する参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＲＳ
）又はＰｉｌｏｔ　Ｓｉｇｎａｌ）を表す。ＲＳは、制御領域及びデータ領域を問わず、
サブフレーム内に一定のパターンで固定される。制御チャネルは、制御領域においてＲＳ
の割り当てられていないリソースに割り当てられ、トラフィックチャネルもデータ領域に
おいてＲＳの割り当てられていないリソースに割り当てられる。制御領域に割り当てられ
る制御チャネルには、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉ
ｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
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Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）などがある。
【００３３】
　ＰＣＦＩＣＨは物理制御フォーマット指示子チャネルであり、毎サブフレームごとにＰ
ＤＣＣＨに用いられるＯＦＤＭシンボルの個数を端末に知らせる。ＰＣＦＩＣＨは、最初
のＯＦＤＭシンボルに位置し、ＰＨＩＣＨ及びＰＤＣＣＨに優先して設定される。ＰＣＦ
ＩＣＨは４個のＲＥＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）で構成され、
それぞれのＲＥＧはセルＩＤ（Ｃｅｌｌ　ＩＤｅｎｔｉｔｙ）に基づいて制御領域内に分
散される。一つのＲＥＧは４個のＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成され
る。ＲＥは、１副搬送波×１ ＯＦＤＭシンボルと定義される最小物理リソースを表す。
ＰＣＦＩＣＨ値は、帯域幅によって１～３又は２～４の値を示し、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒ
ａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）で変調される。
【００３４】
　ＰＨＩＣＨは、物理ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ－Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａ
ｎｄ　ｒｅｑｕｅｓｔ）指示子チャネルであり、上りリンク送信に対するＨＡＲＱ ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを運ぶために用いられる。すなわち、ＰＨＩＣＨは、上りリンクＨＡＲＱの
ためのＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が送信されるチャネルを表す。ＰＨＩＣＨは、１個の
ＲＥＧで構成され、セル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）にスクランブル（ｓｃｒａ
ｍｂｌｉｎｇ）される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは１ビットで示され、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ
　ｐｈａｓｅ　ｓｈｉｆｔ　ｋｅｙｉｎｇ）で変調される。変調されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は拡散因子（Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ；ＳＦ）＝２又は４で拡散される。同一
のリソースにマップされる複数のＰＨＩＣＨは、ＰＨＩＣＨグループを構成する。ＰＨＩ
ＣＨグループに多重化されるＰＨＩＣＨの個数は、拡散コードの個数によって決定される
。ＰＨＩＣＨ（グループ）は周波数領域及び／又は時間領域においてダイバーシティ利得
を得るために３回反復（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）される。
【００３５】
　ＰＤＣＣＨは物理下りリンク制御チャネルであり、サブフレームにおける先頭のｎ個の
ＯＦＤＭシンボルに割り当てられる。ここで、ｎは１以上の整数であり、ＰＣＦＩＣＨに
よって示される。ＰＤＣＣＨは一つ以上のＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ）で構成される。ＰＤＣＣＨは、伝送チャネルであるＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ
　ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ）のリソース割当に関する情報、上りリンクスケジューリンググラント（Ｕｐｌｉｎｋ
　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ）、ＨＡＲＱ情報などを各端末又は端末グループに
知らせる。ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ－ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）はＰＤＳＣＨを介して送信される。したがって、基
地局と端末は、一般に、特定の制御情報又は特定のサービスデータ以外は、ＰＤＳＣＨを
介してデータをそれぞれ送信及び受信する。
【００３６】
　ＰＤＳＣＨのデータがいずれの端末（１つ又は複数の端末）に送信されるものか、これ
ら端末がどのようにＰＤＳＣＨデータを受信してデコードしなければならないかに関する
情報などは、ＰＤＣＣＨに含まれて送信される。例えば、特定ＰＤＣＣＨが「Ａ」という
ＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣ
ＲＣマスクされており、「Ｂ」という無線リソース（例、周波数位置）及び「Ｃ」という
伝送形式情報（例、伝送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など）を用いて送
信されるデータに関する情報が、特定サブフレームで送信されると仮定する。この場合、
セル内の端末は、自身が持っているＲＮＴＩ情報を用いてＰＤＣＣＨをモニタリングし、
「Ａ」のＲＮＴＩを持っている一つ以上の端末があると、これらの端末はＰＤＣＣＨを受
信し、受信したＰＤＣＣＨの情報に基づいて「Ｂ」と「Ｃ」によって指示されるＰＤＳＣ
Ｈを受信する。
【００３７】
　図５は、ＬＴＥシステムで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
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　図５を参照すると、上りリンクサブフレームは、制御情報を運ぶＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）が割り当てられる領域と、
ユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ）が割り当てられる領域とに区別される。周波数領域で中間部分がＰＵＳＣＨ
に割り当てられ、周波数領域でデータ領域の両側部分がＰＵＣＣＨに割り当てられる。Ｐ
ＵＣＣＨ上で送信される制御情報には、ＨＡＲＱに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫ、下りリ
ンクチャネル状態を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）、ＭＩＭＯのためのＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、上りリンクリソース割当
て要請であるＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）などがある。一つの端末に
対するＰＵＣＣＨは、サブフレームにおける各スロットで互いに異なる周波数を占める一
つのリソースブロックを使用する。すなわち、ＰＵＣＣＨに割り当てられる２個のリソー
スブロックは、スロット境界で周波数ホッピング（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ
）する。特に、図５は、ｍ＝０のＰＵＣＣＨ、ｍ＝１のＰＵＣＣＨ，ｍ＝２のＰＵＣＣＨ
、ｍ＝３のＰＵＣＣＨがサブフレームに割り当てられる場合を例示する。
【００３８】
　また、一つのサブフレームにおいてサウンディング参照信号を送信し得る時間は、一つ
のサブフレームの時間軸上で最後のシンボルが位置する区間であり、周波数上ではデータ
送信帯域を通してサウンディング参照信号が送信される。同一のサブフレームの最後のシ
ンボルで送信される複数の端末のサウンディング参照信号は、周波数の位置によって区分
することができる。
【００３９】
　図６は、ＬＴＥ ＴＤＤシステムにおいて無線フレームの構造を示す図である。ＬＴＥ 
ＴＤＤシステムで、無線フレームは２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）で構
成され、各ハーフフレームは、２個のスロットを含む４個の一般サブフレームと、ＤｗＰ
ＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、保護区間（Ｇｕａｒｄ　
Ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰ）及びＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ
）を含む特別サブフレーム（ｓｐｅｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）とで構成される。
【００４０】
　特別サブフレームにおいて、ＤｗＰＴＳは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネ
ル推定に用いられる。ＵｐＰＴＳは、基地局でのチャネル推定と端末の上りリンク送信同
期の獲得に用いられる。すなわち、ＤｗＰＴＳは、下りリンク送信に、ＵｐＰＴＳは上り
リンク送信に用いられ、特に、ＵｐＰＴＳは、ＰＲＡＣＨプリアンブルやＳＲＳ送信の用
途に用いられる。また、保護区間は、上りリンクと下りリンク間に下りリンク信号の多重
経路遅延によって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
【００４１】
　一方、ＬＴＥ ＴＤＤシステムにおいて上りリンク／下りリンクサブフレーム設定（Ｕ
Ｌ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、下記の表１のとおりである。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　上記の表１で、Ｄは下りリンクサブフレーム、Ｕは上りリンクサブフレームを表し、Ｓ
は特別サブフレームを表す。また、上記の表１は、それぞれのシステムにおいて、上りリ
ンク／下りリンクサブフレーム設定における下りリンク－上りリンクスイッチング周期も
示している。
【００４４】
　以下では、搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技法に関して説明
する。図７は、搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を説明する概念
図である。
【００４５】
　搬送波集成は、無線通信システムがより広い周波数帯域を使用するために、端末が上り
リンクリソース（又は、コンポーネント搬送波）及び／又は下りリンクリソース（又は、
コンポーネント搬送波）で構成された周波数ブロック又は（論理的意味の）セルを複数個
用いて一つの大きな論理周波数帯域として使用する方法を意味する。以下では、説明の便
宜のために、コンポーネント搬送波という用語に統一するものとする。
【００４６】
　図７を参照すると、全体システム帯域（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ；Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ＢＷ）は論理帯域であって、最大１００ＭＨｚの帯域幅を有する。全体システム帯
域は、５個のコンポーネント搬送波を含み、それぞれのコンポーネント搬送波は最大２０
ＭＨｚの帯域幅を有する。コンポーネント搬送波は、物理的に連続した一つ以上の連続し
た副搬送波を含む。図７では、それぞれのコンポーネント搬送波がいずれも同一の帯域幅
を有するとしたが、これは例示に過ぎず、それぞれのコンポーネント搬送波は、互いに異
なる帯域幅を有することもできる。また、それぞれのコンポーネント搬送波は周波数領域
で互いに隣接しているとしたが、同図は論理的な概念で図示したものであり、それぞれの
コンポーネント搬送波は物理的に互いに隣接していてもよく、離れていてもよい。
【００４７】
　中心搬送波（Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）は、それぞれのコンポーネント搬送
波に対して個別に使用してもよく、物理的に隣接したコンポーネント搬送波に対して共通
した一つの中心搬送波を使用してもよい。一例として、図７で、全てのコンポーネント搬
送波が物理的に隣接していると仮定すれば、中心搬送波Ａを使用することができる。また
、それぞれのコンポーネント搬送波が物理的に隣接していない場合を仮定すれば、各コン
ポーネント搬送波に対してそれぞれ中心搬送波Ａ、中心搬送波Ｂなどを使用することがで
きる。
【００４８】
　本明細書で、コンポーネント搬送波は、レガシーシステムのシステム帯域に該当するも
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のとすることができる。コンポーネント搬送波をレガシーシステムを基準に定義すること
によって、進化した端末とレガシー端末とが共存する無線通信環境で下位互換性（ｂａｃ
ｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）の提供及びシステム設計を容易にすることが
できる。一例として、ＬＴＥ－Ａシステムが搬送波集成を支援する場合に、それぞれのコ
ンポーネント搬送波はＬＴＥシステムのシステム帯域に該当するものとすることができる
。この場合、コンポーネント搬送波は、１．２５、２．５、５、１０又は２０ＭＨｚ帯域
幅のいすれかを有することができる。
【００４９】
　搬送波集成によって全体システム帯域を拡張した場合に、各端末との通信に使われる周
波数帯域はコンポーネント搬送波単位に定義される。端末Ａは、全体システム帯域である
１００ＭＨｚを使用することができ、５個のコンポーネント搬送波を全て使用して通信を
行う。端末Ｂ1～Ｂ5は、２０ＭＨｚ帯域幅のみを使用することができ、１個のコンポーネ
ント搬送波を使用して通信を行う。端末Ｃ1及びＣ2は、４０ＭＨｚ帯域幅を使用すること
ができ、それぞれ２個のコンポーネント搬送波を使用して通信を行う。ここで、２個のコ
ンポーネント搬送波は論理／物理的に隣接していてもよく、隣接していなくてもよい。端
末Ｃ1は、隣接していない２個のコンポーネント搬送波を使用する場合を表し、端末Ｃ2は
、隣接している２個のコンポーネント搬送波を使用する場合を表す。
【００５０】
　ＬＴＥシステムの場合、１個の下りリンクコンポーネント搬送波と１個の上りリンクコ
ンポーネント搬送波を使用するのに対し、ＬＴＥ－Ａシステムでは、図７に示すように、
複数のコンポーネント搬送波を使用してもよい。このとき、制御チャネルがデータチャネ
ルをスケジューリングする方式は、既存のリンク搬送波スケジューリング（Ｌｉｎｋｅｄ
　ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方式とクロス搬送波スケジューリング（Ｃｒ
ｏｓｓ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方式とに分類することができる。
【００５１】
　より具体的に、リンク搬送波スケジューリングは、単一コンポーネント搬送波を用いる
既存のＬＴＥシステムのように、特定コンポーネント搬送波で送信される制御チャネルは
、該特定コンポーネント搬送波を用いてデータチャネルのみをスケジュールする。
【００５２】
　一方、クロス搬送波スケジューリングは、搬送波指示子フィールド（Ｃａｒｒｉｅｒ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ；ＣＩＦ）を用いてプライマリコンポーネント搬送波（
Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）で送信される制御チャネルが、該プライマリコンポーネント搬送
波で送信される或いは他のコンポーネント搬送波で送信されるデータチャネルをスケジュ
ールする。
【００５３】
　以下、ＬＴＥシステムにおいて上りリンク送信電力制御方法に関して説明する。
【００５４】
　端末が自身の上りリンク送信電力を制御する方法としては、開ループ電力制御（Ｏｐｅ
ｎ　Ｌｏｏｐ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＯＬＰＣ）と閉ループ電力制御（Ｃｌｏｓ
ｅｄ　Ｌｏｏｐ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＣＬＰＣ））を含む。このうち、前者は
、端末の属したセルの基地局からの下りリンク信号減衰を推定し、これを補償する形態で
電力制御をするための因子であり、端末から基地局までの距離がより増加して下りリンク
の信号減衰が大きいと、上りリンクの送信電力をより高める方式で上りリンク電力を制御
する。そして、後者は、基地局から、上りリンク送信電力を調節する上で必要な情報（す
なわち、制御信号）を直接伝達する方式で上りリンク電力を制御する。
【００５５】
　次の式１は、搬送波集成技法を支援するシステムにおいて、サービングセルｃのサブフ
レームインデックスｉ上でＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨを同時に送信せずにＰＵＳＣＨのみを
送信する場合、端末の送信電力を決定するためのものである。
【００５６】
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【数１】

【００５７】
　次の式２は、搬送波集成技法を支援するシステムにおいて、サービングセルｃのサブフ
レームインデックスｉでＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信する場合、ＰＵＳＣＨ送信
電力を決定するためのものである。
【００５８】

【数２】

【００５９】
【数３】

【００６０】
　再び式１で、ＭＰＵＳＣＨ，ｃ（ｉ）は、サブフレームインデックスｉに対して有効な
リソースブロック数で表現されたＰＵＳＣＨリソース割当ての帯域幅を表すパラメータで
あり、基地局が割り当てる値である。ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）は、上位層から提供さ
れたセル－特定ノミナルコンポーネント（ｎｏｍｉｎａｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）ＰＯ＿

ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）と上位層から提供された端末－特定コンポーネン
トＰＯ＿ＵＥ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）との和で構成されたパラメータであり、基地局が端
末に知らせる値である。
【００６１】
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【数４】

【００６２】
　αｃ（ｊ）は、経路損失補償因子（ｐａｔｈｌｏｓｓ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｆ
ａｃｔｏｒ）であり、上位層で提供され、基地局が３ビットで送信するセル－特定パラメ
ータである。ここで、ｊは、０又は１のとき、α∈｛０，０．４，０．５，０．６，０．
７，０．８，０．９，１｝であり、ｊは２のとき、αｃ（ｊ）＝１である。αｃ（ｊ）は
、基地局が端末に知らせる値である。
【００６３】
　経路損失ＰＬｃは、端末がｄＢ単位で計算した下りリンク経路損失（又は、信号損失）
推定値であり、ＰＬｃ＝ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ－ｈｉｇｈｅｒ　ｌ
ａｙｅｒ　ｆｉｌｔｅｒｅｄＲＳＲＰと表現され、ここで、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎ
ａｌＰｏｗｅｒは、基地局が上位層で端末に知らせることができる。
【００６４】

【数５】

【００６５】
　ＫＰＵＳＣＨの値は、ＬＴＥ標準で次のように定義されている。
【００６６】
　ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に対しては、ＫＰＵ

ＳＣＨの値は４である。ＴＤＤでＫＰＵＳＣＨの値は次の表２のとおりである。
【００６７】
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【表２】

【００６８】
　ＤＲＸ状態の場合以外は、毎サブフレームで端末は、端末のＣ－ＲＮＴＩでＤＣＩフォ
ーマット０／４のＰＤＣＣＨを、又は端末のＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでＤＣＩフォ
ーマット３／３ＡのＰＤＣＣＨ及びＳＰＳ Ｃ－ＲＮＴＩに対するＤＣＩフォーマットを
、デコードしようと試みる。サービングセルｃに対するＤＣＩフォーマット０／４及びＤ
ＣＩフォーマット３／３Ａが同一サブフレームで検出されると、端末は、ＤＣＩフォーマ
ット０／４で提供されるδＰＵＳＣＨ、ｃを用いなければならない。サービングセルｃの
ためにデコードされるＴＰＣ命令（ｃｏｍｍａｎｄ）がないか、ＤＲＸが発生するか、又
はインデックスｉのサブフレームがＴＤＤで上りリンクサブフレームでないサブフレーム
に対して、δＰＵＳＣＨ、ｃは０ｄＢである。
【００６９】
　ＤＣＩフォーマット０／４と共にＰＤＣＣＨ上でシグナルされるδＰＵＳＣＨ、ｃ蓄積
値は、次の表３のとおりである。ＤＣＩフォーマット０と同伴するＰＤＣＣＨは、ＳＰＳ
 ａｃｔｉｖａｔｉｏｎで認証（ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）され、ＰＤＣＣＨをリリース（
ｒｅｌｅａｓｅ）すれば、δＰＵＳＣＨ、ｃは、０ｄＢである。ＤＣＩフォーマット３／
３Ａと共にＰＤＣＣＨ上でシグナルされるδＰＵＳＣＨ、ｃ蓄積値は、次の表３のＳＥＴ
１の一つであるか、上位層で提供されるＴＰＣ－インデックス（ｉｎｄｅｘ）パラメータ
によって決定される、次の表４のＳＥＴ２の一つである。
【００７０】
【表３】

【００７１】
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【表４】

【００７２】
【数６】

【００７３】
　次の式３は、ＬＴＥシステムにおけるＰＵＣＣＨに対する上りリンク電力制御関連式で
きる。
【００７４】

【数７】

【００７５】
　上記の式３で、ｉは、サブフレームインデックスであり、ｃは、セル（ｃｅｌｌ）イン
デックスである。端末が２つのアンテナポート上でＰＵＣＣＨを送信するように上位層に
よって設定されていると、ΔＴｘＤ（Ｆ’）の値は上位層によって端末に提供され、それ
以外の場合には０である。以下に説明するパラメータは、セルインデックスｃのサービン
グセルに関するものである。
【００７６】
　ここで、ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）は、端末の送信可能な最大電力を表し、Ｐ０＿ＰＵＣＣ

Ｈは、セル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）パラメータの和で構成されたパラメー
タであって、基地局が上位層シグナリングで知らせ、ＰＬｃは、端末がｄＢ単位で計算し
た下りリンク経路損失（又は、信号損失）推定値であり、ＰＬｃ＝ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳ
ｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ－ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｆｉｌｔｅｒｅｄＲＳＲＰと表現さ
れる。ｈ（ｎ）は、ＰＵＣＣＨフォーマットによって異なってくる値であり、ｎＣＱＩは
、チャネル品質情報（ＣＱＩ）に対する情報ビットの数であり、ｎＨＡＲＱは、ＨＡＲＱ
ビットの数を表す。ΔＦ＿ＰＵＣＣＨ（Ｆ）値は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａに対して
相対的な値であり、ＰＵＣＣＨフォーマット＃Ｆに対応する値で基地局が上位層シグナリ
ングを用いて知らせる値である。ｇ（ｉ）は、インデックスｉサブフレームの現在ＰＵＣ
ＣＨ電力制御調整ステート（ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｓｔａｔｅ）を表す。
【００７７】
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【数８】

【００７８】
　プライマリセルにおける送信最大電力ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）に到達すると、プライマリ
セルに対して正（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）のＴＰＣ命令が蓄積されない。一方、端末が最低電
力に到達すると、負（ｎｅｇａｔｉｖｅ）のＴＰＣ命令が蓄積されない。端末は、ＰＯ＿

ＵＥ＿ＰＵＣＣＨ値が上位層によって変更されたり、ランダムアクセス応答メッセージを
受信するとき、蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）をリセットする。
【００７９】
　一方、次の表５及び表６は、ＤＣＩフォーマットにおけるＴＰＣ命令フィールドが示す
δＰＵＣＣＨ値を表す。特に、表５は、ＤＣＩフォーマット３Ａ以外のＤＣＩで示すδＰ

ＵＣＣＨ値であり、表６は、ＤＣＩフォーマット３Ａで示すδＰＵＣＣＨ値である。
【００８０】
【表５】

【００８１】
【表６】

【００８２】
　次の式４は、ＬＴＥシステムにおけるサウンディング参照信号（ＳＲＳ）の電力制御関
連式である。
【００８３】
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【数９】

【００８４】
　上記の式４で、ｉは、サブフレームインデックスであり、ｃは、セル（ｃｅｌｌ）イン
デックスである。ここで、ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）は、端末の送信可能な最大電力を表し、
ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ）は上位層で設定される値であり、ｍが０である場合は
周期的（ｐｅｒｉｏｄｉｃ）サウンディング参照信号を、ｍが０である場合は非周期的（
ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）サウンディング参照信号を送信する場合に対応する。ＭＳＲＳ，ｃ

は、サービングセルｃのサブフレームインデックスｊ上のサウンディング参照信号帯域幅
であり、リソースブロックの個数で表現される。
【００８５】
　ｆｃ（ｉ）は、サービングセルｃのサブフレームインデックスｉに対して現在ＰＵＳＣ
Ｈ電力制御調整状態を示す値であり、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）及びαｃ（ｊ）も、上
記の式１及び２で説明したとおりである。
【００８６】
　以下、サウンディング参照信号について説明する。
【００８７】
【数１０】

【００８８】
【数１１】

【００８９】
　ここで、ｎｃｓ

ＳＲＳは、上位層によって各端末に設定される値であり、０乃至７の整
数値を有する。このため、循環遷移値は、ｎｃｓ

ＳＲＳによって８個の値を有することが
できる。
【００９０】
　一つのＣＡＺＡＣシーケンスから循環遷移によって生成されたＣＡＺＡＣシーケンスは
、それぞれ、自身とことなる環遷移値を有するシーケンスと零の相関値（ｚｅｒｏ－ｃｏ
ｒｒｅｌａｔｉｏｎ）を有する特性がある。このような特性を用いて、同一周波数領域の
サウンディング参照信号をＣＡＺＡＣシーケンス循環遷移値によって区別することができ
る。各端末のサウンディング参照信号は、基地局で設定するパラメータによって周波数上
に割り当てられる。端末は、上りリンクデータ送信帯域幅の全体を通じてサウンディング
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【００９１】
　以下では、ＬＴＥシステムでサウンディング参照信号を送信するための物理リソースを
マップする具体的な方法について説明する。
【００９２】
　サウンディング参照信号シーケンスｒＳＲＳ（ｎ）は、まず、端末の送信電力ＰＳＲＳ

を満たすために、振幅スケーリング因子βＳＲＳが掛けられた後、インデックス（ｋ、ｌ
）のリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ）に、ｒＳＲＳ（０）から
順に、下記の式６によってマップされる。
【００９３】
【数１２】

【００９４】
　ここで、ｋ０は、サウンディング参照信号の周波数領域開始地点を表し、下記の式７の
ように定義される。
【００９５】

【数１３】

【００９６】
　ただし、ｎｂは、周波数位置インデックスを表す。また、一般的な上りリンクサブフレ
ームのためのｋ’０は、下記の式８のように定義され、上りリンクパイロットタイムスロ
ット（ＵｐＰＴＳ）のためのｋ’０は、下記の式９のように定義される。
【００９７】
【数１４】

【００９８】



(20) JP 6640718 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

【数１５】

【００９９】
　式８及び式９で、ｋＴＣは、上位層を通して端末にシグナルされる送信コム（ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｍｂ）パラメータであり、０又は１の値を有する。また、ｎｈｆ

は、第１ハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）の上りリンクパイロットタイムスロッ
トでは０であり、第２ハーフフレームの上りリンクパイロットタイムスロットでは０であ
る。ＭＲＳ

ｓｃ、ｂは、下記の式１０のように定義された、副搬送波単位で表現されたサ
ウンディング参照信号シーケンスの長さ、すなわち、帯域幅である。
【０１００】
【数１６】

【０１０１】
　式１０で、ｍＳＲＳ，ｂは、上りリンク帯域幅ＮＵＬ

ＲＢによって基地局からシグナル
される値である。
【０１０２】
　上りリンクデータ送信帯域幅全体を通じてサウンディング参照信号を送信できるように
、端末はサウンディング参照信号の周波数跳躍（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ）
を行うことができ、このような周波数跳躍は、上位層から与えられた０乃至３の値を有す
るパラメータｂｈｏｐによって設定される。
【０１０３】
【数１７】

【０１０４】

【数１８】
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　一方、サウンディング参照信号の周波数跳躍が活性化された場合、すなわち、ｂｈｏｐ

＜ＢＳＲＳの場合、周波数位置インデックスｎｂは、下記の式１２及び式１３によって定
義される。
【０１０６】
【数１９】

【０１０７】

【数２０】

【０１０８】
　ここで、ｎＳＲＳは、サウンディング参照信号を送信した回数を計算するパラメータで
あり、下記の式１４による。
【０１０９】
【数２１】

【０１１０】
　式１４で、ＴＳＲＳは、サウンディング参照信号の周期であり、Ｔoffsetは、サウンデ
ィング参照信号のサブフレームオフセットを表す。また、ｎｓはスロット番号、ｎｆはフ
レーム番号を表す。
【０１１１】
　サウンディング参照信号の周期ＴＳＲＳとサブフレームオフセットＴoffsetを設定する
ためのサウンディング参照信号設定インデックス（ＩＳＲＳ）は、ＦＤＤシステムかＴＤ
Ｄシステムかによって、下記の表７乃至表１０のように定義される。特に、表７はＦＤＤ
システムである場合、表８はＴＤＤシステムである場合を示す。また、下記の表７及び表
８は、トリガリングタイプ０、すなわち、周期的ＳＲＳに関する周期とオフセット情報で
ある。
【０１１２】
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【表７】

【０１１３】
【表８】

【０１１４】
　下記の表９及び表１０は、トリガリングタイプ１、すなわち、非周期的ＳＲＳに関する
周期とオフセット情報である。特に、表９はＦＤＤシステムである場合を、表１０はＴＤ
Ｄシステムである場合を示す。
【０１１５】
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【表９】

【０１１６】
【表１０】

【０１１７】
　近年、無線通信システムでは、ｅＮＢが全体可用リソースを下りリンクリソースと上り
リンクリソースとに分割してデュプレックス動作を行う際、各リソースの用途を下りリン
クリソースと上りリンクリソースのいずれか一方として選択する動作をより柔軟に変更す
る技術に関して議論中である。
【０１１８】
　上記の動的リソース用途変換は、下りリンクトラフィックと上りリンクトラフィックの
大きさが動的に変化する状況で毎時点に最適のリソース分配を行うことができるという長
所がある。例えば、ＦＤＤシステムは、周波数帯域を下りリンクバンドと上りリンクバン
ドとに分割して運営するが、このような動的リソース用途変換のために、ｅＮＢは、ＲＲ
Ｃ層、ＭＡＣ層、或いは物理層の信号を用いて、特定時点で、特定バンドが下りリンクリ
ソースなのか上りリンクリソースなのかを指定することができる。
【０１１９】
　特に、ＴＤＤシステムは、全体サブフレームを上りリンクサブフレームと下りリンクサ
ブフレームとに分割し、それぞれＵＥの上りリンク送信とｅＮＢの下りリンク送信に用い
る。このようなリソース分割は、一般に、上述した表１の上りリンク／下りリンクサブフ
レーム設定によってシステム情報の一部として与えることができる。勿論、表１の上りリ
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ンク／下りリンクサブフレーム設定の他にも、新しい上りリンク／下りリンクサブフレー
ム設定がさらに提供されてもよい。ＴＤＤシステムで動的リソース用途変換のために、ｅ
ＮＢは、ＲＲＣ層、ＭＡＣ層、或いは物理層の信号を用いて、特定時点で、特定サブフレ
ームが下りリンクリソースなのか上りリンクリソースなのかを指定することができる。
【０１２０】
　既存のＬＴＥシステムで、下りリンクリソースと上りリンクリソースは、システム情報
によって指定され、このシステム情報は不特定多数のＵＥに送信されるべき情報であるが
ため、動的に変換する場合、レガシーＵＥの動作に問題を招くことがあった。このため、
動的リソース用途変換に関する情報は、システム情報ではなく、現在ｅＮＢに接続を維持
しているＵＥに、新しいシグナリング、特に、端末特定シグナリングを用いて伝達するこ
とが好ましい。この新しいシグナリングは、動的に変化したリソースの構成、例えば、Ｔ
ＤＤシステムにおいてシステム情報上で指定されたものとは異なる、上りリンク／下りリ
ンクサブフレーム設定情報を指定することもできる。
【０１２１】
　さらに、このような新しいシグナリングには、ＨＡＲＱと関連した情報が含まれてもよ
い。特に、スケジューリングメッセージとこれに相応するＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信時
点、そしてこれに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信時点と定義されるＨＡＲＱタイミングが動
的に変化する場合、変化時点の間でＨＡＲＱタイミングが連続しない問題を解決するため
に、動的にリソース構成が変わっても安定したＨＡＲＱタイミングを維持するためのＨＡ
ＲＱタイミング構成情報を含むことができる。ＴＤＤシステムの場合、このＨＡＲＱタイ
ミング構成情報は、下りリンクＨＡＲＱタイミング及び／又は上りリンクＨＡＲＱタイミ
ングを定義する際に参照する上りリンク／下りリンクサブフレーム設定として表すことが
できる。
【０１２２】
　上述したように、動的にリソース用途が変化するシステムに接続したＵＥは、リソース
構成に関する様々な情報を受信する。特に、ＴＤＤシステムの場合、ＵＥは特定時点で次
の情報を取得することができる。
【０１２３】
　１）システム情報で示す上りリンク／下りリンクサブフレーム設定
　２）別のシグナリングを通じて各サブフレームの用途を示す目的で伝達された上りリン
ク／下りリンクサブフレーム設定
　３）下りリンクＨＡＲＱタイミング、すなわち、特定時点で受信したＰＤＳＣＨに対す
るＨＡＲＱ－ＡＣＫをいつ送信するかを定義するために伝達された上りリンク／下りリン
クサブフレーム設定
　４）上りリンクＨＡＲＱタイミング、すなわち、特定時点で受信した上りリンクグラン
トに対するＰＵＳＣＨをいつ送信するか、及び特定時点で送信したＰＵＳＣＨに対するＰ
ＨＩＣＨをいつ受信するかを定義するために伝達された上りリンク／下りリンクサブフレ
ーム設定
【０１２４】
　特定ＵＥが動的にリソース用途を変化するｅＮＢに接続すると、当該ｅＮＢは、システ
ム情報を用いて、可能な限り、上りリンクサブフレームの多い上りリンク／下りリンクサ
ブフレーム設定を指定するように動作する場合が多い。これは、システム情報上で下りリ
ンクサブフレームに設定されたサブフレームを上りリンクサブフレームに動的に変化する
には制約があるためである。例えば、レガシーＵＥは、システム情報によって下りリンク
サブフレームと規定されたサブフレームで常にＣＲＳの送信を期待して測定しているため
、これを動的に上りリンクサブフレームに変換すると、レガシーＵＥのＣＲＳ測定に大き
な誤りが生じうるためである。このため、ｅＮＢは、システム情報上では上りリンクサブ
フレームを多く設定するが、下りリンクトラフィックが増加すると、上りリンクサブフレ
ームの一部を下りリンクサブフレームに動的に変化して運営することが好ましい。
【０１２５】
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　このような原理によって動作するＴＤＤシステムにおいて、ＵＥは、特定時点で、シス
テム情報では上りリンク／下りリンクサブフレーム設定＃０が指定されるが、実際、各サ
ブフレームにおけるリソース用途は上りリンク／下りリンクサブフレーム設定＃１となる
ように指定されてもよい。
【０１２６】
　また、下りリンクＨＡＲＱタイミングの基準は、上りリンク／下りリンクサブフレーム
設定＃２になってもよい。これは、上りリンクサブフレームが少なく、下りリンクサブフ
レームが多い上りリンク／下りリンクサブフレーム設定を下りリンクＨＡＲＱタイミング
の基準とし、下りリンクサブフレームが最大となってＨＡＲＱ－ＡＣＫを最も送信し難い
状況を作り、これに合わせて下りリンクＨＡＲＱタイミングを運営すると、動的に上りリ
ンク／下りリンクサブフレーム設定を変換してもＨＡＲＱタイミングを持続することがで
きるためである。同一の原理で、上りリンクＨＡＲＱタイミングの基準は、上りリンク／
下りリンクサブフレーム設定＃０のように、上りリンクサブフレームが多い上りリンク／
下りリンクサブフレーム設定になってもよい。
【０１２７】
　一方、上述したとおり、端末の上りリンク送信電力制御では、開ループ電力制御パラメ
ータ（ＯＬＰＣ）と閉ループ電力制御パラメータ（ＣＬＰＣ）を含む。前者は、端末の属
したセルの基地局からの下りリンク信号減衰を推定し、それを補償する形態で電力制御を
するための因子である。例えば、端末から、該端末が接続している基地局までの距離がよ
り増加して下りリンクの信号減衰が大きいと、上りリンクの送信電力をより高める方式で
上りリンク電力を制御する。後者は、基地局から、上りリンク送信電力を調節する上で必
要な情報（例えば、制御信号）を直接伝達する方式で上りリンク電力を制御する。
【０１２８】
　しかしながら、このような従来の上りリンク電力を制御する方法は、上記の動的にリソ
ース用途を変換するｅＮＢに接続されたＵＥの場合のような状況を考慮しておらず、万一
、動的リソース用途変換が適用された上りリンクサブフレームで特定上りリンク送信がな
されたが、従来の電力制御方式をそのまま適用したとすれば、隣接セルの下りリンク送信
などによって干渉環境が大きく変化する理由などから深刻な上りリンク送信性能の劣化を
招くことがある。
【０１２９】
　このような理由で、近年、ＬＴＥシステムでは複数個のサブフレームセットを指定し、
各サブフレームセット別に異なった電力制御方式を適用する方式を議論中である。複数個
のサブフレームセット情報は、ＲＲＣシグナリングのような上位層信号を用いてＵＥに提
供されうる。特に、他の用途に用いられているサブフレームセット情報と連動して提供さ
れてもよく、独立してＲＲＣシグナルされてもよい。
【０１３０】
　説明の便宜上、以下では、複数個のサブフレームセットが２個シグナルされる状況を仮
定し、このとき、２個のサブフレームセットをそれぞれ、サブフレームセット＃１及びサ
ブフレームセット＃２と称する。サブフレームセット＃１及びサブフレームセット＃２は
、それぞれ、特定Ｌビットサイズのサブフレームビットマップ形態で定義することができ
る。特に、サブフレームセット＃１及びサブフレームセット＃２はそれぞれ、静的サブフ
レーム（Ｓｔａｔｉｃ　ＳＦ）及び動的サブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ＳＦ）に対応
してもよい。
【０１３１】
　図８は、一つの無線フレームをサブフレームセット＃１とサブフレームセット＃２とに
区別した例である。
【０１３２】
　図８を参照すると、静的サブフレームとは、動的リソース用途変換が適用されない従来
のようなサブフレームを意味することができる。また、動的サブフレームとは、動的リソ
ース用途変換が適用される又は適用されてもよいサブフレームを意味することができる。
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すなわち、このような動的サブフレームでは、静的サブフレームと違い、ＵＥの上りリン
ク送信時の干渉環境が大きく変わりうるため、別の上りリンク電力制御方式が適用される
ようにすることが好ましい。
【０１３３】
　特に、図８では、セルＡ（サービングセル）とセルＢ（隣接セル）がそれぞれシステム
情報を用いて上りリンク／下りリンクサブフレーム設定＃０（すなわち、ＤＳＵＵＵＤＳ
ＵＵＵ）を両方とも設定した状態で、セルＢが＃（ｎ＋３）、＃（ｎ＋４）、＃（ｎ＋８
）、及び＃（ｎ＋９）のサブフレームを下りリンクサブフレームに用途変更する場合を例
示している。
【０１３４】
　このような場合、セルＡは、セルＡに属したＵＥに、図８のように、サブフレームセッ
ト＃１とサブフレームセット＃２を設定し、各サブフレームセット別に異なった電力制御
方式を適用するようにすることができる。すなわち、セル間協調が可能であれば、特定セ
ルが動的リソース用途変換を適用するとき、周辺セルがそれを考慮してサブフレームセッ
トを適切に設定することができ、或いは、事前にセル間に上記のような所定のサブフレー
ムセット設定のみが適用されると規定し、動的リソース用途変換は、特定サブフレームセ
ット（例えば、図８のサブフレームセット＃２）でのみ適用することもできる。
【０１３５】
　具体的に、特定サブフレームセット（例えば、サブフレームセット＃１であって、動的
サブフレーム）における従来のＰＵＳＣＨ ＰＣが、他の特定サブフレームセット（例え
ば、サブフレームセット＃１であって、静的サブフレーム）でもそのまま適用されると、
サブフレームセット別の大きな干渉環境の差によって性能劣化が発生しうるため、各サブ
フレームセット別に分離されたＰＵＳＣＨ電力制御プロセスを適用することが好ましい。
【０１３６】
　本発明では、特定ＵＥに、上記の複数個のＰＵＳＣＨ電力制御プロセスを設定し得るこ
とと同様に、複数個のＳＲＳ電力制御プロセスを設定することを提案する。特に、特定Ｓ
ＲＳ電力制御プロセスと特定ＰＵＳＣＨ電力制御プロセス間の連動関係を設定することも
できる。
【０１３７】
　例えば、ＰＵＳＣＨ電力制御プロセス＃１はＳＲＳ電力制御プロセス＃１と連動し、Ｐ
ＵＳＣＨ電力制御プロセス＃２はＳＲＳ電力制御プロセス＃２と連動するなどの対応関係
を設定することができる。ここで、連動するという意味は、ＳＲＳ電力制御プロセスを構
成する｛ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ）、ＭＳＲＳ，ｃ、Ｐ

Ｏ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ）、ＰＬｃ、ｆｃ（ｉ）｝の少なくとも一つのパラ
メータが、連動しているＰＵＳＣＨ電力制御プロセスの該当のパラメータと同一であるか
或いは特定関数によって連動して決定される形態を指すことができる。具体的に、｛ＰＯ

＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ）、ＰＬｃ、ｆｃ（ｉ）｝を、該当の連動しているＰ
ＵＳＣＨ電力制御プロセスのパラメータと同一に設定／適用することができる。ＰＳＲＳ

＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ）としては、各ＳＲＳ電力制御プロセス別に独立した値を設定し
てもよく、一部のＳＲＳ電力制御プロセス間には共通の値を設定してもよい。
【０１３８】
　各ＳＲＳ電力制御プロセスは、トリガリングタイプ０、すなわち、周期的ＳＲＳ（ｐｅ
ｒｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ；Ｐ－ＳＲＳ）と設定することもでき、トリガリングタイプ１、す
なわち、非周期的ＳＲＳ（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ；Ａ－ＳＲＳ）と設定することも
できる。Ａ－ＳＲＳ設定は、トリガリングビットによって複数個が存在してもよいが、Ａ
－ＳＲＳの周期ＴＳＲＳ、１及びサブフレームオフセットＴｏｆｆｓｅｔ、１は、全ての
Ａ－ＳＲＳ設定に対して共通に適用されるように規定することができる。このように、Ａ
－ＳＲＳの周期ＴＳＲＳ、１及びサブフレームオフセットＴｏｆｆｓｅｔ、１によって定
義されるサブフレームセットを、Ａ－ＳＲＳサブフレームセットと称する。
【０１３９】
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　本発明では、このようなＡ－ＳＲＳサブフレームセットが全てのＡ－ＳＲＳ設定に対し
て共通にＲＲＣシグナリングによって提供される場合だけでなく、それぞれのＡ－ＳＲＳ
設定に対してＡ－ＳＲＳサブフレームセット情報が独立して設定されるようにする方式を
さらに考慮し、特定Ａ－ＳＲＳがいかなるＳＲＳ電力制御プロセスに従うＡ－ＳＲＳ送信
をトリガーしているかに関するＵＥ動作に関する方法を提案する。
【０１４０】
　本発明では、ＵＥが上記のサブフレームセット＃１（例えば、上記“静的サブフレーム
”）及び上記のサブフレームセット＃２（例えば、上記“動的サブフレーム”）のような
特定電力制御サブフレームセット情報を上位層信号から受信した場合を仮定する。このよ
うな電力制御サブフレームセット情報と上記Ａ－ＳＲＳサブフレームセット情報は別個の
情報として提供されてもよく、或いは、電力制御サブフレームセット＃１はＡ－ＳＲＳサ
ブフレームセット＃０と同一であり、電力制御サブフレームセット＃２はＡ－ＳＲＳサブ
フレームセット＃１と同一であるというような方式で、電力制御サブフレームセットとＡ
－ＳＲＳサブフレームセットとが連動して設定されていてもよい。
【０１４１】
　以下では、便宜上、ＵＥに電力制御サブフレームセット＃１と電力制御サブフレームセ
ット＃２の２つの電力制御サブフレームセットが設定される場合について説明するが、本
発明では３つ以上の電力制御サブフレームセットが設定されてもよいことは自明である。
また、このような２つの電力制御サブフレームセットがそれぞれ上記の静的サブフレーム
と動的サブフレームに対応してもよいが、このような設定は一例に過ぎず、各電力制御サ
ブフレームセットは任意の独立したサブフレームセットとしてＲＲＣ設定されてもよく、
ＵＥは、設定された電力制御サブフレームセットのそれぞれに連動している上りリンク電
力制御プロセスに従って該当のサブフレームセットで上りリンク送信（例えば、ＰＵＳＣ
Ｈ送信）を行うことができる。
【０１４２】
　さらに、上記電力制御サブフレームセット＃１は、必ず常に上りリンクサブフレームが
保障される静的サブフレームで設定することができる。一方、電力制御サブフレームセッ
ト＃２は、システム情報上に下りリンクサブフレームだったが、上りリンクサブフレーム
に動的用途変換されてもよいサブフレームだけでなく、システム情報上に上りリンクサブ
フレームだったが、上位層信号或いは物理層信号によって下りリンクサブフレームとして
再設定されてから、特定時間が経ったところで再設定情報によって再び上りリンクサブフ
レームに変更されてもよいなどの潜在的な動的サブフレームを全て含むサブフレームで設
定することができる。
【０１４３】
　以下では、本発明が適用される実施例についてより詳しく説明する。
【０１４４】
　＜第１実施例＞
　本発明の第１実施例では、全てのＡ－ＳＲＳ設定に対して共通にＡ－ＳＲＳサブフレー
ムセット情報が提供される場合に関して説明する。特に、本発明の第１実施例では、次の
方案１）又は方案２）に従ってＡ－ＳＲＳ送信を行うことを提案する。
【０１４５】
　方案１）暗黙的指示
　ｎ番目のサブフレームでＡ－ＳＲＳのトリガリングメッセージを受信した場合、（ｎ＋
ｋ）番目のサブフレーム（例えば、ｎ＋４サブフレーム）後に最初にＡ－ＳＲＳサブフレ
ームセットに属するｍ番目のサブフレームでＡ－ＳＲＳを送信するが、ＳＲＳの送信電力
は、当該ｍ番目のサブフレームが電力制御サブフレームセット＃１なのか或いは電力制御
サブフレームセット＃２なのかによって該当のサブフレームセットに適用される電力制御
プロセスを用いてＡ－ＳＲＳを送信するようにする。
【０１４６】
　このとき、電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレームセット＃２のそ
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ナルされてもよい。或いは、電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレーム
セット＃２のそれぞれに対して事前に連動している電力制御プロセスは、特定ＰＵＳＣＨ
電力制御プロセス情報のみがＲＲＣ層を通して提供され、各ＰＵＳＣＨ電力制御プロセス
と特定Ａ－ＳＲＳ電力制御プロセスとがさらに連動する情報が提供される形態でＡ－ＳＲ
Ｓ電力制御プロセスが定義されてもよい。
【０１４７】
　要するに、当該ｍ番目のサブフレームの属した電力制御サブフレームセットに連動して
いるＰＵＳＣＨ電力制御プロセスを基に、ここに連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセ
スが適用される。
【０１４８】
　方案２）明示上指示
　方案１）とは違い、各Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に適用される電力制御パラ
メータ或いは電力制御プロセスインデックスをＲＲＣシグナリングで設定しておくことも
考慮することができる。例えば｛ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）,、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ

（ｍ）、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ）｝の少なくとも一つのパラメータが、
Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に設定されてもよい。この場合、少なくとも一つの
パラメータは、特定ＰＵＳＣＨ電力制御プロセスの関連したパラメータと連動する形態で
設定されてもよい。
【０１４９】
　また、この時のＴＰＣ ｆｃ（ｉ）は、全ての電力制御プロセスにおいて共通の単一Ｔ
ＰＣ累積プロセスが適用されてもよく、この場合、単一ＴＰＣ命令によってｆｃ（ｉ）が
Ａ－ＳＲＳ送信電力決定に適用されるようにする。万一、複数のＴＰＣパラメータが存在
し、それぞれが特定電力制御プロセス別に存在するとすれば、Ａ－ＳＲＳトリガリングフ
ィールド別にいかなるＴＰＣパラメータが適用されるべきかもＲＲＣシグナリングによっ
て設定することができる。
【０１５０】
　以上のように、各Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に電力制御パラメータ或いは電
力制御プロセスインデックスが明示的に設定されているため、ｎ番目のサブフレームでＡ
－ＳＲＳトリガリングメッセージを受信した場合、（ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム（例え
ば、ｎ＋４サブフレーム）後に最初にＡ－ＳＲＳサブフレームセットに属するｍ番目のサ
ブフレームにＡ－ＳＲＳを送信する。
【０１５１】
　このような明示的連動関係シグナリングは、下記の表１１のように定義することができ
る。特に、下記の表１１は、Ａ－ＳＲＳトリガリングビットが２ビットサイズで構成され
た場合を例示する。
【０１５２】



(29) JP 6640718 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

【表１１】

【０１５３】
　上記の表１１のフィールド値‘１０’及び‘１１’のそれぞれに電力制御パラメータセ
ット＃１（すなわち、電力制御サブフレームセット＃１）及び電力制御パラメータセット
＃２（すなわち、電力制御サブフレームセット＃２）が記述されている。また、フィール
ド値‘０１’の場合、方式１）の暗黙的シグナリングが記述されている。表１１では、２
ビットサイズのトリガリングフィールドを例示しているが、３ビットサイズ以上のトリガ
リングフィールドである場合にも類似の形態で一般化して拡張可能である。
【０１５４】
　１ビットサイズのトリガリングフィールドを有するＤＣＩでは、下記の表１２又は表１
３のようにフィールド値とその属性を定義することができる。
【０１５５】
【表１２】

【０１５６】
【表１３】

【０１５７】
　上記の表１２及び表１３は、２つの異なる形態の実施例を示している。すなわち、フィ
ールド値‘０’は、“ｎｏ ｔｙｐｅ １ ＳＲＳ ｔｒｉｇｇｅｒ”、すなわち、Ａ－ＳＲ
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Ｓ送信をしないことを示し、ただフィールド値‘１’のみＲＲＣ設定が可能なため、表１
２では、方式１）に従うようにＲＲＣ設定が提供される。この場合、ＵＥは、該当のＤＣ
Ｉからフィールド値‘１’を受信すると、該当のＡ－ＳＲＳを送信するサブフレームがい
かなる電力制御サブフレームセットに属するサブフレームであるかによって、該当の電力
制御サブフレームセットに該当するＰＵＳＣＨ用電力制御プロセス或いは電力制御パラメ
ータを適用して送信電力を決定して送信する。
【０１５８】
　また、表１３のような形態のフィールド値‘１’を受信すると、該当のＡ－ＳＲＳを送
信するサブフレームがいかなる電力制御サブフレームセットに属するか否かにかかわらず
、常に電力制御パラメータセット＃１（或いは、電力制御サブフレームセット＃１）を常
に適用してＡ－ＳＲＳの送信電力を決定して送信する。表１３で、電力制御パラメータセ
ット＃２をフィールド値‘１’に対するＲＲＣ設定として提供することも可能である。
【０１５９】
　他の方式として、上記フィールド値‘１’は、常に、上記の表１１のように２ビット以
上のサイズであるトリガリングフィールドの特定フィールド値に従うように定義されても
よい。例えば、表１１のフィールド値‘０１’が自動で上記フィールド値‘１’のＲＲＣ
設定と定義されるように規定する。このとき、１ビットサイズのＡ－ＳＲＳトリガリング
フィールドを有するＤＣＩと２ビットサイズ以上のＡ－ＳＲＳトリガリングフィールドを
有するＤＣＩとの関連付けは、事前に定義されてもよく、ＲＲＣシグナリングによって提
供されてもよい。
【０１６０】
　一方、特定ＮビットサイズのＳＲＳトリガリングフィールドを有するＤＣＩが複数個存
在する場合、これらのＤＣＩ間には、表１１乃至表１３と情報が共通に適用されるように
ＲＲＣシグナルされてもよく、各ＤＣＩ別に独立した情報がＲＲＣシグナルされてもよい
。或いは、表１１乃至表１３のようなＳＲＳトリガリングフィールドと電力制御プロセス
との関連付けに関するテーブルそのものが複数個設定され、ＤＣＩが端末特定検索領域で
検出されるか或いは共通検索領域で検出されるかによって、ＤＣＩが一般的なＰＤＣＣＨ
で検出されるか或いはデータ領域で受信されるＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣ
ＣＨ）で受信されるかによって、異なるテーブルが適用されるようにしてもよい。
【０１６１】
　一方、表１２及び表１３のように特定フィールド値（例えば、フィールド値‘１’）に
対するＲＲＣ設定がＵＥにＲＲＣシグナルされるようにせず、固定的に最も低い（或いは
、最も高い）インデックスの電力制御パラメータセットのみを常に用いてＡ－ＳＲＳの電
力を決定して送信するように定義されてもよい。例えば、電力制御パラメータセットにつ
いてインデックスが０からＮまで与えられた状況で、常に最低のインデックスの電力制御
パラメータセットを用いるように定義されると、特定フィールド値が動的にトリガーされ
る場合、常に電力制御パラメータセット＃１によってＡ－ＳＲＳの電力を決定して送信す
るようにすることができる。これによれば、ＲＲＣシグナリングオーバーヘッドを低減で
きるという長所がある。基地局が設定しようとする特定電力制御パラメータセットがある
と、それを常に最低（或いは、最高）のインデックスに設定／再設定し、当該フィールド
値による動的指示でＡ－ＳＲＳの電力を決定できるわけである。
【０１６２】
　＜第２実施例＞
　本発明の第２実施例では、Ａ－ＳＲＳ設定のそれぞれに対してＡ－ＳＲＳサブフレーム
セット情報が独立して提供される場合に関して説明する。特に、本発明の第２実施例では
、次の方案３）又は方案４）に従ってＡ－ＳＲＳ送信を行うことを提案する。
【０１６３】
　方案３）暗黙的指示
　ｎ番目のサブフレームでＡ－ＳＲＳのトリガリングフィールドを受信した場合、（ｎ＋
ｋ）番目のサブフレーム（例えば、ｎ＋４サブフレーム）後に、最初に当該Ａ－ＳＲＳの
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トリガリングフィールドに別に設定されたＡ－ＳＲＳサブフレームセットに属するｍ番目
のサブフレームでＡ－ＳＲＳを送信するが、ＳＲＳの送信電力は、当該ｍ番目のサブフレ
ームが電力制御サブフレームセット＃１であるか或いは電力制御サブフレームセット＃２
であるかによって、当該サブフレームセットに適用される電力制御プロセスを用いてＡ－
ＳＲＳを送信するようにする。
【０１６４】
　このとき、上記電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレームセット＃２
のそれぞれに対して事前に連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスがＲＲＣ層を介して
シグナルされてもよい。或いは、上記電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブ
フレームセット＃２のそれぞれに対して事前に連動している電力制御プロセスは、単に特
定ＰＵＳＣＨ電力制御プロセス情報のみがＲＲＣ層を介して提供され、各ＰＵＳＣＨ電力
制御プロセスと特定Ａ－ＳＲＳ電力制御プロセスとがさらに連動する情報が提供される形
態でＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスが定義されてもよい。同様に、当該ｍ番目のサブフレー
ムの属した電力制御サブフレームセットに連動しているＰＵＳＣＨ電力制御プロセスを基
に、ここに連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスが適用される。
【０１６５】
　方案４）明示的指示
　方案３）とは違い、各Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に適用されるＡ－ＳＲＳサ
ブフレームセット及び電力制御パラメータ（或いは、電力制御プロセスインデックス）を
ＲＲＣシグナリングで設定しておくことも考慮することができる。例えば｛ＰＣＭＡＸ，

ｃ（ｉ）、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ）、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ
）｝の少なくとも一つのパラメータを該当のＡ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に設定
することができる。この場合、少なくとも一つのパラメータは、特定ＰＵＳＣＨ電力制御
プロセスの関連したパラメータと連動する形態で設定されてもよい。また、この時のＴＰ
Ｃｆｃ（ｉ）は、全ての電力制御プロセスにおいて共通の単一ＴＰＣ累積プロセスが適用
されてもよく、この場合、該当の単一ＴＰＣ命令によってｆｃ（ｉ）が該当のＡ－ＳＲＳ
送信電力決定に適用されるようにする。万一、複数のＴＰＣパラメータが存在し、それぞ
れが特定電力制御プロセス別に存在するとすれば、Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別
にいかなるＴＰＣパラメータが適用されるべきかも、ＲＲＣシグナリングを通じて設定す
ることができる。
【０１６６】
　以上のように、各Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に電力制御パラメータ或いは電
力制御プロセスインデックスが明示的に設定されているため、ｎ番目のサブフレームでＡ
－ＳＲＳトリガリングメッセージを受信した場合、（ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム（例え
ば、ｎ＋４サブフレーム）後に最初に当該Ａ－ＳＲＳのトリガリングフィールドに別に設
定されたＡ－ＳＲＳサブフレームセットに属するｍ番目のサブフレームにＡ－ＳＲＳを送
信する。
【０１６７】
　以上で提案した方式の他にも、Ａ－ＳＲＳサブフレーム設定にかかわらず（或いは、Ａ
－ＳＲＳサブフレーム設定がない場合などのような特定状況で）、ｎ番目のサブフレーム
でＡ－ＳＲＳトリガーされた場合、常に、指定された（ｎ＋ｋ’）番目のサブフレーム（
ここで、ｋ’は、４であってもよく、事前に定義されてもよい。或いは、動的シグナリン
グ或いは半静的シグナリングによって指定されてもよい。）でＡ－ＳＲＳを送信するが、
ＳＲＳの電力制御プロセスのみは、当該（ｎ＋ｋ’）番目のサブフレームが電力制御サブ
フレームセット＃１であるか又は電力制御サブフレームセット＃２であるかによって、当
該サブフレームセットに適用される電力制御プロセスを用いてＡ－ＳＲＳを送信するよう
にする。
【０１６８】
　上記の電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレームセット＃２のそれぞ
れに対して事前に連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスがＲＲＣによってシグナルさ
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れてもよく、或いは、上記の電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレーム
セット＃２のそれぞれに対して事前に連動している電力制御プロセスは、単に特定ＰＵＳ
ＣＨ電力制御プロセス情報のみがＲＲＣによって提供され、各ＰＵＳＣＨ電力制御プロセ
スと特定Ａ－ＳＲＳ電力制御プロセスとがさらに連動する情報が提供される形態で特定Ａ
－ＳＲＳ電力制御プロセスが定義されてもよい。すなわち、（ｎ＋ｋ’）番目のサブフレ
ームの属した電力制御サブフレームセットに連動しているＰＵＳＣＨ電力制御プロセスを
基に、ここに連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスが適用される。
【０１６９】
　又は、Ａ－ＳＲＳサブフレーム設定にかかわらず（或いは、Ａ－ＳＲＳサブフレーム設
定がない場合などのような特定状況で）、ｎ番目のサブフレームでＡ－ＳＲＳがトリガー
された場合、（ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム（例えば、ｎ＋４サブフレーム）後に、最初
に電力制御サブフレームセット＃ｐ（ただし、ｐ＝１，２，…のいずれかの値を有するか
は、ＲＲＣ設定によって明示されてもよく、特定値に固定されてもよい。）に属するｍ番
目のサブフレームでＡ－ＳＲＳを送信すると同時に、ＳＲＳの電力は、当該電力制御サブ
フレームセット＃ｐの電力制御プロセスによって決定するようにすることができる。この
とき、ｐ値のように、何番目の電力制御サブフレームセットに従うかのようなＲＲＣ設定
は、個別Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールド別に及び／又は特定ＤＣＩ別に設定されても
よく、或いは全てのＡ－ＳＲＳの場合に共通に適用するようにしてもよい。
【０１７０】
　また、電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレームセット＃２のそれぞ
れに対して事前に連動しているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスがＲＲＣによってシグナルさ
れてもよく、或いは電力制御サブフレームセット＃１及び電力制御サブフレームセット＃
２のそれぞれに対して事前に連動している電力制御プロセスは、単に特定ＰＵＳＣＨ電力
制御プロセス情報のみがＲＲＣシグナリングによって提供され、各ＰＵＳＣＨ電力制御プ
ロセスと特定Ａ－ＳＲＳ電力制御プロセスととがさらに連動する情報が提供される形態で
特定Ａ－ＳＲＳ電力制御プロセスが定義されてもよい。すなわち、（ｎ＋ｋ）番目のサブ
フレームの属した電力制御サブフレームセットに連動しているＰＵＳＣＨ電力制御プロセ
スを基に、ここに連動されているＡ－ＳＲＳ電力制御プロセスが適用される。
【０１７１】
　又は、Ａ－ＳＲＳサブフレーム設定にかかわらず（或いは、Ａ－ＳＲＳサブフレーム設
定がない場合などのような特定状況で）、ｎ番目のサブフレームでＡ－ＳＲＳトリガーさ
れた場合、（ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム（例えば、ｎ＋４サブフレーム）後に最初に出
現する電力制御サブフレームセット＃ｑ（ここで、ｑは、インデックス１，２，…のうち
、（ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム後に最初に出現する電力制御サブフレームセットによっ
て自動で決定することができる。）に属するｍ番目のサブフレームにＡ－ＳＲＳを送信す
ると同時に、ＳＲＳの送信電力も電力制御サブフレームセット＃ｑの送信電力制御プロセ
スによって決定することができる。すなわち、ｑ値は、固定されるものことではなく、（
ｎ＋ｋ）番目のサブフレーム後に最初に出現する電力制御サブフレームセットによって決
定されるため、Ａ－ＳＲＳのトリガリング時点によって可変する。
【０１７２】
　一方、１ビットサイズのＡ－ＳＲＳトリガリングフィールドを含むＤＣＩの場合、当該
Ａ－ＳＲＳトリガリングフィールドは一つのフィールド値（例えば、実際にＡ－ＳＲＳが
トリガーされるフィールド値‘１’）のみが存在できるので、上記の方式１）のような暗
黙的方式が適用されることが好ましい。
【０１７３】
　或いは、ＤＣＩ別に一つずつ存在するＡ－ＳＲＳトリガリングフィールドごとに、上記
の方式３）又は上記の方式４）のように個別の独立した動作を行うように適用することも
できる。すなわち、上記の方式３）又は方式４）は、特定ＤＣＩ内のそれぞれのＡ－ＳＲ
Ｓトリガリングフィールド別に適用されてもよく、互いに異なるＤＣＩ別に適用されても
よい。
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【０１７４】
　勿論、互いに異なるＤＣＩ別に方式３）又は方式４）を適用すると同時に、多重トリガ
リングフィールドを有するＤＣＩに対しては各フィールド別に方式３）又は方式４）をさ
らに適用し、ネットワークのＳＲＳ送信電力の柔軟性を増大させる方案も考慮することが
できる。
【０１７５】
　以上の方式によれば、動的リソース用途変換が適用される環境のようにＳＦ別に異なっ
たセル間干渉レベルが存在しうる環境などにおいて、サブフレーム別に異なったレベルの
ＳＲＳ送信電力制御が適用されるようにすることによって、安定したＳＲＳ受信を可能に
させることができる。
【０１７６】
　上述したＡ－ＳＲＳ関連送信電力制御は、周期的ＳＲＳ、すなわち、Ｐ－ＳＲＳにも適
用することができ、別の実施例として説明する。
【０１７７】
　＜第３実施例＞
　まず、本発明の第３実施例では、基地局がＵＥに複数個のＰ－ＳＲＳ設定をＲＲＣシグ
ナリングによって提供すると仮定する。
【０１７８】
　この場合、本発明の第３実施例では、各Ｐ－ＳＲＳ設定ごとに特定電力制御プロセスへ
の連動を設定し、連動した電力制御プロセスにおいて｛ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、α

ｃ（ｊ）、ＰＬｃ、ｆｃ（ｉ）｝のようなパラメータの少なくとも一つと同一に適用／使
用したり、或いは該当のパラメータを使用するものの、最終適用される値は、特定関数形
態によって一部変形して使用することを提案する。勿論、各Ｐ－ＳＲＳ設定別に独立した
電力制御プロセスに従うように設定することもできる。
【０１７９】
　すなわち、Ｐ－ＳＲＳ設定に電力制御パラメータセット＃１（すなわち、電力制御サブ
フレームセット＃１）又は電力制御パラメータセット＃２（すなわち、電力制御サブフレ
ームセット＃２）を選択的に連動させているため、ＵＥが単一Ｐ－ＳＲＳ設定のみを受け
る場合には、一つのＰＵＳＣＨ用電力制御パラメータセット＃ｐのみを常に用いてＰ－Ｓ
ＲＳの電力を決定して送信するようにしてもよい。
【０１８０】
　ここで、一つのＰＵＳＣＨ用電力制御パラメータセット＃ｐとしては最低（或いは、最
高）のインデックスの電力制御パラメータセットのみを用いてＰ－ＳＲＳの電力を決定し
て送信するようにすることができる。例えば、電力制御パラメータセットに対してインデ
ックスが０からＮまで与えられた状況で、常に最低のインデックスの電力制御パラメータ
セットを用いるように定義されると、常に電力制御パラメータセット＃１によるＰ－ＳＲ
Ｓの電力を決定して送信するようにすることができる。この場合、Ｐ－ＳＲＳ設定のＲＲ
Ｃシグナリング情報量を減らすことができるという長所がある。
【０１８１】
　特徴的なＵＥ動作として、特定サブフレームでＰＵＳＣＨは電力制御サブフレームセッ
ト＃１に対応する電力制御パラメータセット＃１を使用するのに対し、同一サブフレーム
でＳＲＳは電力制御サブフレームセット＃２に対応する電力制御パラメータセット＃２を
使用するように動作してもよい。
【０１８２】
　各Ｐ－ＳＲＳ設定別に連動可能な特定電力制御プロセス（例えば、特定電力制御サブフ
レームセット及び電力制御関連パラメータ）だけでなく、及び／又は他のパラメータも、
各Ｐ－ＳＲＳ設定別に独立した値に設定することができる。このとき、Ｐ－ＳＲＳ周期Ｔ

ＳＲＳはそれ以上セル特定パラメータでなくてもよい。すなわち、ＴＳＲＳは、端末特定
パラメータであってもよく、各Ｐ－ＳＲＳ設定別に異なった値にさらに設定されてもよい
。このように、周期及び／又はオフセットが互いに異なる２つ以上のＰ－ＳＲＳ設定が設
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定されているとき、特定サブフレームで特定２つ以上のＰ－ＳＲＳ設定によるＰ－ＳＲＳ
送信時点が重なる場合におけるＵＥ動作は、次の方法の少なくとも一つに従うように定め
られてもよく、該当の方法がＲＲＣシグナリングで設定されてもよい。
【０１８３】
　ａ）最も長い周期を有するＰ－ＳＲＳ設定に従うパラメータ及び／又は該当の電力制御
プロセスを適用したＰ－ＳＲＳを送信するようにし、他のＰ－ＳＲＳ設定に従うＰ－ＳＲ
Ｓ送信は無視する（すなわち、ドロップする）。これは、長い周期を有するＰ－ＳＲＳに
最も高い送信優先権を有させることによって、相対的に短い周期を有するＰ－ＳＲＳはド
ロップして次の送信時点に送信させ、様々なＰ－ＳＲＳ設定に従うＳＲＳ送信を均一に行
うことができるという長所がある。
【０１８４】
　ｂ）各Ｐ－ＳＲＳ設定ごとにインデックスが与えられているという仮定の下に、最も低
い（又は、高い）インデックスを有するＰ－ＳＲＳ設定に従うパラメータ及び／又は該当
の電力制御プロセスを適用したＰ－ＳＲＳを送信するようにし、他のＰ－ＳＲＳ設定に従
うＰ－ＳＲＳ送信は無視する。
【０１８５】
　ｃ）現在サブフレームがいずれかの電力制御サブフレームセットによって、当該電力制
御サブフレームセットに連動した特定Ｐ－ＳＲＳ設定パラメータ及び／又は該当の電力制
御プロセスを適用したＰ－ＳＲＳを送信するようにし、他のＰ－ＳＲＳ設定に従うＰ－Ｓ
ＲＳ送信は無視する。すなわち、この方式によって、現在サブフレームが静的サブフレー
ムか又は動的サブフレームかによって、ＳＲＳ送信が行われるようにすることができる。
【０１８６】
　ｄ）常に、事前に定義された（或いは、ＲＲＣシグナリングで設定された）特定電力制
御サブフレームセット（例えば、静的サブフレームに該当する電力制御サブフレームセッ
ト）に連動している、特定Ｐ－ＳＲＳ設定パラメータ及び／又は該当の電力制御プロセス
を適用したＰ－ＳＲＳを送信するようにし、他のＰ－ＳＲＳ設定に従うＰ－ＳＲＳ送信は
無視する。
【０１８７】
　ｅ）最後に、当該サブフレームにおけるＰ－ＳＲＳ送信は全て無視することも考慮する
こともできる。ただし、当該サブフレームでＡ－ＳＲＳも送信しなければならない場合な
ら、Ａ－ＳＲＳは送信することが好ましい。
【０１８８】
　上記のａ）乃至ｅ）の方式は混用してもよく、この場合、各方式に対して適用の優先順
位を定義することもできる。代表の例示として、ａ）及びｂ）を適用することができる。
このとき、ａ）をまず適用するものとし、万一、長い周期を有する複数個のＰ－ＳＲＳ設
定がいずれも同一の周期を有すると、そのうち、相対的に低い（或いは、高い）インデッ
クスを有するＰ－ＳＲＳ設定に従うＳＲＳのみを送信し、その他のＰ－ＳＲＳは全てドロ
ップすることができる。
【０１８９】
　他の例示として、ｃ）及びｂ）を適用することができる。このとき、ｃ）をまず適用す
る場合、現在サブフレームが属する特定電力制御サブフレームセットに連動しているＰ－
ＳＲＳ設定が２つ以上であれば、そのうち、相対的に低い（或いは、高い）インデックス
を有するＰ－ＳＲＳ設定に従うＳＲＳのみを送信し、その他のＰ－ＳＲＳは全てドロップ
することもできる。
【０１９０】
　他の例示として、ａ）→ｃ）→ｂ）の優先順位で動作することもできる。すなわち、最
も長い周期を有するＰ－ＳＲＳ設定が選択されたが、このようなＰ－ＳＲＳ設定が２つ以
上であり、また、現在サブフレームの属する特定電力制御サブフレームセットに連動して
いるＰ－ＳＲＳ設定があると、当該Ｐ－ＳＲＳ設定に従うＳＲＳを送信する。このとき、
当該Ｐ－ＳＲＳ設定が複数個あると、そのうち、最も低い（或いは、高い）インデックス
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を有するＰ－ＳＲＳ設定によってＳＲＳ送信をすることができる。
【０１９１】
　逆に、ｃ）→ａ）→ｂ）の順に適用の優先順位が決定されてもよい。この場合、まず、
現在サブフレームがいかなる電力制御サブフレームセットに属するかを確認し、この条件
に符合するＰ－ＳＲＳ設定が２つ以上であれば、それらのうち、より長い周期を有するＰ
－ＳＲＳ設定を確認し、さらに、この条件に符合するＰ－ＳＲＳ設定が２つ以上であると
、最も低い（或いは、高い）インデックスを有するＰ－ＳＲＳ設定に従ってＳＲＳ送信を
することもできる。
【０１９２】
　＜第４実施例＞
　まず、本発明の第４実施例では、基地局がＵＥに一つのＰ－ＳＲＳ設定をＲＲＣシグナ
リングで提供すると仮定する。
【０１９３】
　基地局は、Ｐ－ＳＲＳ設定によってＳＲＳ送信が発生するサブフレームがいずれの電力
制御サブフレームセットかによって、該当の電力制御サブフレームセットに事前に連動し
ておいた特定ＳＲＳ設定パラメータ及び／又は該当の電力制御プロセスによってＰ－ＳＲ
Ｓを送信するようにすることができる。すなわち、当該Ｐ－ＳＲＳ設定による現在ＳＲＳ
送信ＳＦが静的サブフレームか動的サブフレームかによって互いに異なるＳＲＳ関連パラ
メータ及び／又は送信電力制御が適用されたＳＲＳ送信が行われるようにすることができ
る。
【０１９４】
　この方式によれば、ＳＲＳの電力制御関連パラメータ｛ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）、ＰＳＲ

Ｓ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ）、ＭＳＲＳ，ｃ、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ）
、ＰＬｃ、ｆｃ（ｉ）｝の少なくとも一つは、ＳＲＳの送信サブフレームがいかなるサブ
フレームかによって可変してもよい。
【０１９５】
　例えば、現在サブフレームが、電力制御サブフレームセットのいずれの電力制御サブフ
レームセットかによって、当該電力制御サブフレームセットに連動しているパラメータ｛
ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃ（ｊ）、αｃ（ｊ）、ＰＬｃ、ｆｃ（ｉ）｝などのパラメータの少
なくとも一つと同一に適用／使用するようにしたり、或いは当該パラメータを使用するも
のの、最終適用される値は、特定関数形態によって一部変形する形態でＰ－ＳＲＳを送信
するようにすることができる。
【０１９６】
　要するに、Ｐ－ＳＲＳ設定に電力制御のために用いるべき情報は、ＲＲＣシグナリング
によって次のいずれかの形態を提供することができる。　ｉ）Ｐ－ＳＲＳが送信されるサ
ブフレームで、ＰＵＳＣＨと関連した電力制御パラメータ
　ii）電力制御パラメータセット＃１（すなわち、電力制御サブフレームセット＃１）
　iii ）電力制御パラメータセット＃２（すなわち、電力制御サブフレームセット＃２）
　勿論、電力制御パラメータセットが２つよりも多く設定される場合には、電力制御パラ
メータセット＃３などのオプションを追加してもよいことは明らかである。
【０１９７】
　以上の実施例で、実際ＳＲＳを送信するサブフレームが動的リソース用途変更によって
上りリンクサブフレーム（及び／又は特別サブフレーム）である場合にのみＳＲＳを送信
すべきであるという基本的な制限が与えられてもよいことは明らかである。
【０１９８】
　以上の実施例で、実際ＳＲＳを送信するサブフレームが動的リソース用途変更によって
上りリンクサブフレーム又は特別サブフレームである場合にのみＳＲＳを送信すべきであ
るという基本的な制限が与えられてもよいことは明らかである。すなわち、本発明では、
電力制御サブフレームセットは、特別サブフレームも含むことができ、特別サブフレーム
と一般上りリンクサブフレームとが混合された形態で指示／設定されてもよい。
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【０１９９】
　特に、特別サブフレームの場合、上りリンク送信のためのＵｐＰＴＳを含んでいるが、
このＵｐＰＴＳ領域ではＰＵＳＣＨを送信せず、ＳＲＳのみを送信することができる。
【０２００】
　しかし、本発明によれば、実際にＳＲＳを送信するサブフレームが特別サブフレームだ
とすれば、実際には特別サブフレームでＰＵＳＣＨを送信できないにもかかわらず、対応
するＰＵＳＣＨのための電力制御パラメータセットが存在する。このため、端末は、当該
ＰＵＳＣＨのための電力制御パラメータセットを用いてＳＲＳの送信電力を決定すること
ができる。
【０２０１】
　＜第５実施例＞
　ＴＤＤシステムにおいてＰ－ＳＲＳの最小周期は、上記の表８のように２ｍｓであるが
、本発明の第５実施例では、Ｐ－ＳＲＳ設定のより柔軟な活用のために、下記の表１４の
ように、Ｐ－ＳＲＳ最小周期を１ｍｓとすることを提案する。
【０２０２】
　ＳＲＳ送信時点を決定する因子であるＴｏｆｆｓｅｔは、周期が２ｍｓであるときに比
べて、下記の表１４のように、より多い値が指定されるはずである。下記の表１４は例示
に過ぎないものであり、Ｐ－ＳＲＳ設定の柔軟性を向上し得る変形案はいずれも本発明の
思想に含まれるものとして理解しなければならない。
【０２０３】
【表１４】

【０２０４】
　全体的なネットワーク観点における運営例示として、複数個のＰ－ＳＲＳ設定に従うそ
れぞれ異なるＳＲＳ電力制御プロセスが適用されるＰ－ＳＲＳを２つ以上周期的に送信す
るように設定しておいた状態で（例えば、それぞれ静的サブフレーム又は動的サブフレー
ムにおけるＰＵＳＣＨスケジューリングのためのＰ－ＳＲＳ設定）、互いに異なるＰ－Ｓ
ＲＳ設定に従うＰ－ＳＲＳ送信から、概略的な基地局への受信電力レベルを、基地局側で
把握するようにすることができる。
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【０２０５】
　このとき、特定Ｐ－ＳＲＳ設定が適用されたＳＲＳの受信感度が、平均予想値よりも特
定レベル以上と高くなったり低くなることを感知する場合（又は、より精度の周波数選択
的スケジューリングのために）、基地局は、特定電力制御プロセスに従うＡ－ＳＲＳをト
リガーし、ＵＥが特定Ａ－ＳＲＳのみを基地局の要請に応じて非周期的に送信するように
することができる。この方法は、動的リソース用途変更が発生する状況でも円滑な周波数
選択的スケジューリング及びリンク適応（ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）を可能にさ
せることができる。
【０２０６】
　＜第６実施例＞
　ＳＲＳが送信されるサブフレームにＰＵＳＣＨも送信されなければならない場合には、
ＵＥが同一のサブフレームにＰＵＳＣＨ及びＳＲＳの両方を送信するように設定すること
ができる。この場合、ＰＵＳＣＨとＳＲＳの電力制御プロセスが互いに異なったり、大き
い送信電力オフセット値などの理由から、ＰＵＳＣＨとＳＲＳの送信電力値の差が特定レ
ベル以上となる場合におけるＵＥ動作として、次のような方法の少なくとも一つに従うよ
うに定めたり、該当の方法をＲＲＣシグナリングで設定することを提案する。
【０２０７】
　Ａ）ＵＥは、該当のサブフレームに送信すべきＰＵＳＣＨとＳＲＳの送信電力差が、予
め設定された値或いはＲＲＣシグナリングで提供された値以上となる場合、ＰＵＳＣＨ又
はＳＲＳのいずれかのみを送信し、残る一つはドロップする。又は、上りリンク制御情報
無しでデータ情報であるＰＵＳＣＨのみを送信すべき場合には、このようなＰＵＳＣＨは
ドロップし、ＳＲＳのみを送信するようにすることができる。一方、上りリンク制御情報
と併せてＰＵＳＣＨを送信すべき場合、例えば、ＰＵＣＣＨがＰＵＳＣＨにピギーバック
（ｐｉｇｇｙｂａｃｋ）された場合には、ＳＲＳをドロップし、当該ＰＵＳＣＨのみを送
信するようにすることができる。
【０２０８】
　Ｂ）ＵＥは、特定サブフレームにＰＵＣＣＨとＳＲＳを同時に送信しなければならない
場合、両者間の送信電力差が予め設定された値或いはＲＲＣシグナリングで提供された値
以上であると、ＰＵＣＣＨ及びＳＲＳのいずれか一つのみを送信し、残る一つはドロップ
する。
【０２０９】
　Ｃ）ＵＥは、特定サブフレームにＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ及びＳＲＳを同時に送信しな
ければならない場合、当該ＳＲＳとＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨとの送信電力差が予め設定
された値或いはＲＲＣシグナリングで提供された値以上であると、当該ＳＲＳの送信（又
は、ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨ）をドロップし、ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨのみ（又は、
ＳＲＳのみ）を送信することができる。
【０２１０】
　Ｄ）又は、当該ＳＲＳが特定電力制御サブフレームセット（例えば、静的サブフレーム
）に連動している場合にのみ該ＳＲＳを送信し、他の上りリンク送信をドロップすること
ができる。その逆の場合も適用可能である。
【０２１１】
　上記のＡ）乃至Ｄ）の例示で、送信電力差値（及び／又はドロップ自体の情報）を基地
局に報告するようにすることもできる。送信電力差値の報告は、当該サブフレームで送信
する（或いは、その後、最初の上りリンクグラントによって送信する）ＰＵＳＣＨのデー
タペイロード内に特定のフォーマットで含まれて送信されるように定義することができる
。又は、ＰＵＳＣＨ ＰＨＲ（ｐｏｗｅｒ　ｈｅａｄｒｏｏｍ　ｒｅｐｏｒｔ）に含めた
り、これと連動して該当のイベント発生時に併せて報告されるようにしてもよい。又は、
別の上りリンク送信フォーマットで報告されてもよい。このような報告は、周期的に別個
に行われたり、非周期的に該当のイベント発生時に行われるようにすることができる。
【０２１２】
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　＜第７実施例＞
　本発明の第７実施例では、端末がＰＵＳＣＨを送信しようとするとき、ＰＵＳＣＨがマ
ップされるシンボルの個数を示すＮsymb

PUSCH（或いは、Ｎsymb
PUSCH-initial）を決定す

る方式に関して説明する。
【０２１３】
　図９は、ＰＵＳＣＨがマップされるシンボルの個数を決定する方法を説明する図である
。
【０２１４】
　図９を参照すると、Ｎsymb

PUSCH値を決定する際、セル特定のＳＲＳ設定によるＮＳＲ
Ｓ値の影響を受ける。このとき、ＵＥがＰＵＳＣＨを送信しようとする現在サブフレーム
が、ＳＲＳがセル特定に送信されてもよいサブフレームと同一であれば、ＮＳＲＳ＝１と
設定することができる。ここで、ＳＲＳがセル特定に送信されてもよいサブフレームは、
上位層信号であるＲＲＣシグナリングで与えることができる。
【０２１５】
　すなわち、一つの上記セル特定のＳＲＳ設定をセル内のＵＥにＲＲＣシグナリングし、
セル内のＵＥは、自身がＰＵＳＣＨを送信しようとするとき、当該ＰＵＳＣＨ送信サブフ
レームが上記セル特定ＳＲＳサブフレームと重なるか確認し、重なる場合、当該サブフレ
ームの最後のシンボル（すなわち、ＳＲＳを送信可能なシンボル）ではＰＵＳＣＨデータ
マッピングが行われない形態でレートマッチングを適用する。すなわち、通常、ＵＥの送
信するＰＵＳＣＨはサービングセルのｅＮＢに向かうため、サービングセルｅＮＢが一つ
のセル特定ＳＲＳ設定にのみ基づいて動作するようにした。
【０２１６】
　しかしながら、本発明のように、特定ＵＥに複数のＰ－ＳＲＳ設定を適用する場合には
、ＵＥ別の複数のＰ－ＳＲＳ設定を全て上記セル特定ＳＲＳサブフレーム設定が反映され
るようにすると、上記セル特定ＳＲＳサブフレーム設定が示すサブフレームがあまりにも
大きくなりうるという短所がある。すなわち、サブフレームが上記セル特定ＳＲＳサブフ
レーム設定に含まれる分だけ、ＰＵＳＣＨ送信時の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのレー
トマッチングが頻繁になり、スループットが低下しうるという問題点がある。これを解消
するために、本発明の第７実施例では、ＳＲＳサブフレーム設定をセル特定ではなく端末
特定に設定できるようにし、端末特定ＳＲＳサブフレーム設定も特定ＵＥに複数個が設定
されるようにする方式を提案する。
【０２１７】
　すなわち、ＵＥは、複数個の端末特定ＳＲＳサブフレーム設定を端末特定ＲＲＣシグナ
リングによって受信することができ、上りリンクグラントによってＰＵＳＣＨを送信する
際、それらの中でいずれの端末特定ＳＲＳサブフレーム設定を適用してＰＵＳＣＨレート
マッチングを行うべきかに関し、次のような（Ｘ）及び（Ｙ）の方法を考慮することがで
きる。
【０２１８】
　（Ｘ）ＵＥが、ＲＲＣ設定された複数の端末特定ＳＲＳサブフレーム設定に対して和集
合を取って得たサブフレームでＰＵＳＣＨレートマッチングを行うようにする。
【０２１９】
　（Ｙ）該当の上りリンクグラントで特定ＤＣＩを通じて、いかなる端末特定ＳＲＳサブ
フレーム設定によるサブフレームでＰＵＳＣＨレートマッチングを行うかが動的に指示さ
れるようにしてもよい。このとき、上記（Ｘ）の方式も併せて適用し、ＵＥがＲＲＣ設定
された複数の端末特定ＳＲＳサブフレーム設定の全て（或いは、一部）に対して和集合を
取って得たサブフレームでＰＵＳＣＨレートマッチングを行うかが動的に指示されてもよ
い。一部のＳＲＳサブフレーム設定間に和集合を取るようにする部分は、該当のＤＣＩの
特定フィールドに対する設定であり、事前にＲＲＣシグナリングで設定されてもよい。
【０２２０】
　さらに、基地局で特定ＵＥに複数の端末特定ＳＲＳサブフレーム設定をＲＲＣシグナリ
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ングする際には、当該ＵＥに設定されるそれらのＳＲＳサブフレーム設定の全てに対して
和集合を取って得たサブフレームが、少なくとも、当該セルにおけるレガシーＵＥが適用
するセル特定ＳＲＳサブフレーム設定で指示するサブフレーム集合に含まれるように設定
されなければならないという制限を与えることができる。又は、ＵＥが上記のような制限
を満たしていないＳＲＳサブフレーム設定を受信した場合にはそれを無視し、レガシーＵ
Ｅが適用するのと同じセル特定ＳＲＳサブフレーム設定に従ってＰＵＳＣＨレートマッチ
ングをするようしてもよい。
【０２２１】
　図１０は、本発明の一実施例に係る通信装置のブロック構成図である。
【０２２２】
　図１０を参照すると、通信装置１０００は、プロセッサ１０１０、メモリ１０２０、Ｒ
Ｆモジュール１０３０、ディスプレイモジュール１０４０、及びユーザインターフェース
モジュール１０５０を備えている。
【０２２３】
　同図の通信装置１０００は説明の便宜のために示されたもので、一部のモジュールは省
略されてもよい。また、通信装置１０００は必要なモジュールをさらに備えてもよい。ま
た、通信装置１０００において一部のモジュールはより細分化したモジュールに区分され
てもよい。プロセッサ１０１０は、図面を参照して例示した本発明の実施例に係る動作を
実行するように構成される。具体的に、プロセッサ１０１０の詳細な動作は、図１乃至図
９に記載された内容を参照すればよい。
【０２２４】
　メモリ１０２０は、プロセッサ１０１０に接続し、オペレーティングシステム、アプリ
ケーション、プログラムコード、データなどを格納する。ＲＦモジュール１０３０は、プ
ロセッサ１０１０に接続し、基底帯域信号を無線信号に変換したり、無線信号を基底帯域
信号に変換する機能を果たす。そのために、ＲＦモジュール１０３０は、アナログ変換、
増幅、フィルタリング及び周波数アップ変換又はこれらの逆過程を行う。ディスプレイモ
ジュール１０４０は、プロセッサ１０１０に接続し、様々な情報をディスプレイする。デ
ィスプレイモジュール１０４０は、特に制限されるものではなく、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ
　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏ
ｄｅ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）のよ
うな周知の要素を用いることができる。ユーザインターフェースモジュール１０５０は、
プロセッサ１０１０に接続し、キーパッド、タッチスクリーンなどのような周知のユーザ
インターフェースの組合せで構成可能である。
【０２２５】
　以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものであ
る。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しな
ければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施す
ることもでき、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成すること
もできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一
部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成又は特徴に取
り替わってもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実
施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりできるということは
明らかである。
【０２２６】
　本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。ハー
ドウェアによる具現では、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のＡＳＩＣｓ（ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、Ｄ
ＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏ
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ｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
【０２２７】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現では、本発明の一実施例は、以上で説明され
た機能又は動作を実行するモジュール、手順、関数などの形態で具現されてもよい。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動可能である。メ
モリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の様々な手段によってプロ
セッサとデータを交換することができる。
【０２２８】
　本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化できるというこ
とが当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面におい
ても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の
範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定すべきであり、本発明の等価的範囲内
における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２２９】
　上述したような無線通信システムにおいて上りリンク送信電力を制御する方法及びその
ための装置は、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムに適用される例を中心に説明したが、３ＧＰＰ 
ＬＴＥシステム以外の様々な無線通信システムにも適用可能である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】
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